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第１ 調査の趣旨・方法 

 １ 調査の趣旨等 

「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を

害すべき行為の処罰に関する法律」（平成１４年法律第１０１号。以下「入

札談合等関与行為防止法」という。）の適用事例が後を絶たない(注 1)。この

現状を踏まえ，同法 が 適用される行為を未然に防止するための取組の現状

及び課題を明らかにし，発注機関におけるそのような取組の実効性を高める

ことを目的として，同法の適用対象となる発注機関に対し，アンケート調査

とヒアリング調査を行った(注 2)。 
(注 1) 平成１５年の同法施行以降，公正取引委員会が同法に基づいて認定した入札談合等関与行為（同法第

２条第５項第１号から第４号までのいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。）の事例は１１件であ

り，平成１９年以降は毎年同法適用事例が発生している。また，平成１８年改正で導入された第８条（職

員による入札等の妨害）に違反する行為及び刑法第９６条の６第１項（競売入札妨害）に違反する行為

についての刑事事件も相当数みられる（第８条違反事件の例については参考資料５参照）。 

(注 2) 公正取引委員会は，平成１７年１０月に入札談合等関与行為を防止するための取組を含む「公共調達

における入札談合防止のための取組等の実態に関する調査報告書」（以下「平成１７年調査」という。）

を公表している。今回の調査では，近年，入札談合等関与行為防止法適用事例が集積し，入札談合等関

与行為の実態及び発注機関の改善措置内容が明らかとなってきたことを踏まえ，入札談合等関与行為等

（入札談合等関与行為及び入札談合等関与行為防止法第８条違反行為をいう。以下同じ。）の未然防止

に向けた取組に焦点を当てた。 

 

 ２ 調査の方法 

  (1) アンケート調査 

    平成２３年３月末時点の状況についてアンケート調査を行った（平成

２３年５月）。アンケート調査票の送付先は，入札談合等関与行為防止法

の適用対象となる国の機関，地方公共団体及び政府出資法人計５２６機

関である 。 

発送先 発送数 回収数 回収率 

①：国の機関 22 20 90.9% 

②：都道府県 41 39 95.1% 

③：政令指定都市 17 16 94.1% 

④：中核市 35 35 100.0% 

⑤：②～④以外の人口３０万人以上の地方公共団体 28 27 96.4% 

⑥：人口５万人以上３０万人未満の地方公共団体 200 192 96.0% 

⑦：政府出資法人 183 162 88.5% 

合計 526 491 93.3% 

(注 1） 「国の機関」は，公正取引委員会が入札談合の未然防止等を目的として毎年開催している「公共入札に関す

る公正取引委員会との連絡担当官会議」に出席している行政機関である。 

(注  2) 「都道府県」，「政令指定都市」，「中核市」及び「②～④以外の人口３０万人以上の地方公共団体」は，平成

２２年３月末時点においてそれぞれ該当する全ての地方公共団体である。ただし，平成２３年３月１１日の東

日本大震災発生を踏まえ，災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受けた地方公共団体（以下「被
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災地方公共団体」という。）等については，原則発送を取りやめた。 

(注 3) 「人口５万人以上３０万人未満の地方公共団体」は，平成２２年３月末時点において該当する地方公共団体

から被災地方公共団体等を原則として除き，無作為に抽出した２００の地方公共団体である。 

(注 4) 「政府出資法人」は，平成２３年１月現在において国が資本金の２分の１以上を出資している２１８法人（独

立行政法人，国立大学法人，大学共同利用機関法人等）から，被災地方公共団体の区域に所在する法人，廃止

予定の法人及び清算中の法人を除いたものである。 

(注 5) １つの発注機関から部署別に２通以上のアンケート票が返送された場合には，最も発注金額の多い部署の回

答をその発注機関の回答として集計している（以下同じ。）。また，択一式の問において複数回答している場合

など，問の指示に従っていない回答については全てその問に限り無効回答として処理している。 

 

■ アンケートに回答した発注機関の年間発注規模分布 

   
(2) ヒアリング調査 

    前記アンケート調査に加え，発注機関に対するヒアリング調査を行っ

た（平成２２年１１月～平成２３年８月）。ヒアリング調査先は，公正取

引委員会から入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求を受けた

発注機関，職員が入札談合等関与行為に類似する行為（ 同法第８条（職

員による入札等の妨害）違反行為及び刑法第９６条の６第１項（競売入

札妨害）違反行為をいう。以下同じ。）について刑事事件で有罪となり，

再発防止に取り組んでいる発注機関，アンケート調査において興味深い

取組等を回答した発注機関等３３機関である。 

 

  

6.8%

24.9%

19.3%

32.9%

7.0%

9.1%

0.0% 20.0% 40.0%

①10億円未満（n=33）

②10億円以上50億円未満（n=121）

③50億円以上100億円未満（n=94）

④100億円以上500億円未満（n=160）

⑤500億円以上1000億円未満（n=34）

⑥1000億円以上（n=44）
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第２ 過去の入札談合等関与行為及び類似行為の分析 

入札談合等関与行為防止法違反行為の未然防止に向けた課題を整理する

ため， 公 正 取引委員会が同法に基づいて認定した入札談合等関与行為の態

様，入札談合等関与行為及びこれに類似する行為が生じた背景及び要因並び

に発注機関が講じた改善措置について分析・検討を 行 っ た。 

 

１ 入札談合等関与行為の態様 

公正取引委員会が認定した入札談合等関与行為の態様をまとめると次表

のとおりである（各事例の概要については参考資料３参照）。 

これらの事例から次のような点が指摘できる。 

① 入札談合等関与行為は，国の機関から地方公共団体，政府出資法人ま

で，出先機関を含め様々な発注機関で発生している。 

② 工事だけでなく，物品や業務に係る発注でも発生している。 

③ ほぼ全ての事例が発注担当部署の職員の関与によるものである。 

④ 全ての事例において管理職以上の職員が関与している。 

⑤ 職員だけでなくＯＢが関わった事例も多い。 
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発注機関 
入札談合
の対象 

関与部署 
(注 1) 

関与者 
役職 

ＯＢの
関与 

(注 2) 

外部か

らの働
きかけ 
(注 2) 

関与行為類型（法第２条第５項） 
談合の
明示的
な指示

(第１号) 

受注者
に関す
る意向

の表明
(第２号) 

発注に
係る秘
密情報

の漏え
い 

（第３号） 

特定の
談合の
幇助 

(第４号) 

①岩見沢市 
（H15.1.30 改
善措置要求） 

人口５万人
以上３０万
人未満の地
方公共団体 

建設工事 発注担当
部署 

幹部， 
一般職員 

－ － ○ ○ ○ 

(注 3) 

②新潟市 
（H16.7.28 改
善措置要求） 

政令指定都
市(注 4) 

建設工事 発注担当
部署 

管理職，
一般職員 － 有 × × ○ 

③日本道路公
団 

（H17.9.29 改
善措置要求） 

政府出資法
人 

鋼橋上部
工工事 

発注担当
部署 

幹部， 
管理職，
一般職員 

有 有 ○ × ○ 

④国土交通省 
（H19.3.8改善
措置要求） 

国の機関 水門設備
工事 

発注担当
部署 

管理職，
一般職員 有 － × ○ × 

⑤防衛施設庁 
（H19.6.20 通
知(注 5)） 

国の機関 土木・建
築工事 

発注担当
部署 

幹部， 
管理職 有 － ○ ○ × ○ 

⑥緑資源機構 
（H19.12.27通
知(注 5)） 

政府出資法
人 

林道調査
測量設計
業務 

発注担当
部署 

幹部， 
管理職 － － ○ ○ × × 

⑦札幌市 
（H20.10.29改
善措置要求） 

政令指定都
市 

電気設備
工事 

発注担当
部署 

管理職 
－ － ○ ○ × × 

⑧国土交通省 
（H21.6.23 改
善措置要求） 

国の機関 車両管理
業務 

発注担当
部署 

管理職，
一般職員 有 － × × ○ × 

⑨防衛省航空
自衛隊 
（H22.3.30 改
善措置要求） 

国の機関 什器類 発注担当
部署 

管理職 

－ － ○ ○ × × 

⑩青森市 
（H22.4.22 改
善措置要求） 

中核市 土木工事 契約担当
部署 

幹部 
 － 有 × × × ○ 

⑪茨城県 
（H23.8.4改善
措置要求） 

都道府県 土木・舗
装工事 

発注担当
部署 

管理職 
－ 有 ○ ○ × ○ 

(注 1) 本調査では，発注機関において公共調達を希望する部署であって，工事や物品等の発注の計画，仕様書や設計

書の作成等を行う部署（例えば，●●建設部○○施設課等）を「発注担当部署」と，発注機関において会計及び

公共調達の契約に関する事務を担当する部署（例えば，会計課，契約課等）を「契約担当部署」とそれぞれ定義

している。 

(注 2) 公正取引委員会の事実認定において確認されたものを「有」としている。 

(注 3) 特定の談合の幇助は，平成１８年改正（平成１９年３月１４日施行）により入札談合等関与行為とされたもの

である。 

(注 4)  新潟市は，改善措置要求が行われた時点では政令指定都市になっていない。 

(注 5) 発注機関が近く解散する予定であったこと等を踏まえ，入札談合等関与行為が認められたことの通知のみを行

い，改善措置要求を行っていない。 
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 ２  入札談合等関与行為及び類似行為の背景・要因 

公正取引委員会が改善措置要求等をした際の認定事実や当該要求等を受

けた発注機関の調査報告書から，職員が入札談合等関与行為を行った背

景・要因として，次の点が挙げられる。 

① 地元業者の安定的・継続的な受注の確保や困難な事業に適切に対応で

きる専門的な事業者の育成など，業界や地元業者を保護・育成するため 

② 信用確実な事業者へ発注し，品質を確保するため 

③ 発注機関からの要請によく応えていた従前の契約事業者など，特定の

事業者との契約を継続するため 

④ 入札関連情報や指名業者選定上の配慮などを求める事業者からの働き

かけに応えるため 

⑤ 過去の取引実績の維持等により，円滑な入札業務を確保するため（随

意契約から入札への切替えによる混乱の回避を含む。） 

⑥ 職員の再就職先を確保するため 

また， 発注機関の職員の入札談合等関与行為に類似する行為について刑

事事件として立件された事例のいくつかにおいても，同様の背景・要因が

認められる。 

 

 ３  発注機関による改善措置 

公正取引委員会の改善措置要求を受けた発注機関は再発防止のための改

善措置を取りまとめているところ，多くの機関において，次のような措置

が講じられている（各発注機関の改善措置の内容については参考資料４参

照）。 

① 入札談合等関与行為防止法等の法令遵守に係るコンプライアンス・プ

ログラムやコンプライアンス・マニュアルの策定・周知徹底 

② コンプライアンス研修の実施 

③ コンプライアンス担当組織の設置 

④ 入札契約関連情報の管理の厳格化 

⑤ 発注担当部署と契約担当部署の分離 

⑥ 外部からの働きかけ内容の記録・報告・公表 

⑦ 発注担当部署内への事業者の立入制限 

⑧ 職員の関係業界への再就職の自粛 

⑨ 入札制度の見直し 

また，これらに加えて，⑩内部通報制度の強化，⑪入札状況等のチェッ

ク機能の強化，⑫ＯＢによる営業活動の禁止，⑬退職予定職員に対する指

導，⑭契約担当職員の同一職での長期従事の抑制等の措置を講じている発

注機関もある。 

職員の入札談合等関与行為に類似する行為について刑事事件として立件

された発注機関も，再発防止のためほぼ同様の措置を講じている。 
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第３  調査結果 

前記第２を踏まえつつ，発注機関における入札談合等関与行為等の未然

防止のための各種取組の現状を調査した。 

 

１ 発注機関・職員における法令遵守意識の向上 

(1) コンプライアンス研修 

ア 入札談合等関与行為防止法の研修 

     アンケート調査において，過去３年間に職員に対して入札談合等関

与行為防止法の内容を周知するための研修を実施したことがあるかを

尋ねたところ，全体では，「①ある」と回答した発注機関の割合は２５．

５％であった。発注機関別にみると，政令指定都市が５６．３％と最

も高く，都道府県の４８．７％，国の機関の４０．０％がこれに続い

ている。一方，人口３０万人以上の地方公共団体，人口５万人以上３

０万人未満の地方公共団体及び政府出資法人では，研修を実施してい

る割合は２～３割にとどまった。 

 

 

 

 

 

 
(注) 中核市は「人口３０万人以上の地方公共団体」に含めている（以下同じ。）。 

    

①ある 40.0%

①ある 48.7%

①ある 56.3%

①ある 30.6%

①ある 20.4%

①ある 19.1%

①ある 25.5%

②ない 60.0%

②ない 51.3%

②ない 43.8%

②ない 69.4%

②ない 79.6%

②ない 80.9%

②ない 74.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（注）（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=191）

政府出資法人（n=162）

全体（n=490）

問 入札談合等関与行為防止法の研修（アンケートの問１） 

貴発注機関では，過去３年間（平成２０年度～２２年度）に，職員に対して，入札談合等関与行為

防止法の内容を周知するための研修を実施したことがありますか。 

なお，職員の綱紀保持のための研修の中で，入札談合等関与行為防止法に関する説明を併せて行っ

ている場合は，「①ある」を選んでください。 

①ある 

②ない 
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（参考） 平成１７年調査との比較 

平成１７年調査では，過去３年間に独占禁止法又は入札談合等関与

行為防止法に関する研修等の実施状況を尋ねている。今回の調査結果

と比較すると次のとおりであり，研修を実施したものの割合は，人口

５万人以上３０万人未満の地方公共団体及び政府出資法人では高く

なっているが ，都道府県及び政令指定都市では低くなっている。ただ

し，平成１７年調査時の設問では独占禁止法又は入札談合等関与行為

防止法の研修の実施状況を尋ねたのに対して，今回の調査では，入札

談合等関与行為防止法のみを対象としたことが影響しているとも考え

られる。 

(注)http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.october/05101404.html 

 

■ 過去３年間に職員に研修を実施した割合 

 
(注 1)  平成１７年の数値は，平成１７年調査における「貴団体では，過去３年間に，職員に対して，発注機関

における入札談合及び入札談合等関与行為の防止を目的として，独占禁止法や入札談合等関与行為の排除

及び防止に関する法律（以下「入札談合等関与行為防止法」といいます。）の内容を周知するための研修

を実施したことがありますか。」との問に対し，「①ある」と回答したものの割合である。 

(注 2)  平成１７年調査では，独占禁止法又は入札談合等関与行為防止法のいずれかの研修実施状況について調

査した一方，今回の調査では入札談合等関与行為防止法の研修のみを対象としている。 

(注 3)  平成１７年調査では，国の機関に対する調査は行っていない（以下同じ。）。 

(注 4)  平成１７年調査では，都道府県及び政令指定都市を統合して集計しているため，今回の数値もこれに合

わせて再集計している（以下同じ。）。 

  

75.4%

31.1%
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20.4% 19.1%
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イ 研修対象職員の所属部署 

アンケート調査において，過去３年間に入札談合等関与行為防止法

の研修を実施したことがあると回答した発注機関に対し，研修の対象

部署を尋ねたところ，全体では，「①契約担当部署」も「②発注担当部

署」も７割近くであった。発注機関別にみると，人口３０万人以上の

地方公共団体及び人口５万人以上３０万人未満の地方公共団体では，

発注担当部署を研修の対象としているものが契約担当部署を研修の対

象としているものを上回ったが，国の機関，都道府県，政令指定都市

及び政府出資法人では，発注担当部署を研修の対象としているものよ

りも契約担当部署を研修の対象としているものが多かった。 

「③その他」の内容としては，「全職員を対象としている」（政府出

資法人），「各課室の庶務担当職員を対象としている」（市）などの回答

がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

①契約担当部署 87.5%

①契約担当部署 73.7%

①契約担当部署 66.7%

①契約担当部署 42.1%

①契約担当部署 61.5%

①契約担当部署 80.6%

①契約担当部署 67.2%

②発注担当部署 62.5%

②発注担当部署 68.4%

②発注担当部署 55.6%

②発注担当部署 73.7%

②発注担当部署 64.1%

②発注担当部署 74.2%

②発注担当部署 68.0%

③その他 62.5%

③その他 21.1%

③その他 11.1%

③その他 47.4%

③その他 41.0%

③その他 35.5%

③その他 36.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=8）

都道府県（n=19）

政令指定都市（n=9）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=19）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=39）

政府出資法人（n=31）

全体（n=125）

問 研修対象職員の所属部署（アンケートの問２） 

問１で「①ある」と回答した発注機関にお尋ねします。研修の対象は，どの部署ですか（複数回答

可）。 

①契約担当部署 

②発注担当部署 

③その他（具体的な内容） 
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ヒアリング調査においては，大学病院では医師や研究者も実験等で

必要な機材の発注を行うことがあるが，このような職員は契約事務は

専門ではないため，手続に不安があるという声がこれまでも上がって

いたことから，医師や研究者向けの契約研修を実施し，その中で官製

談合の問題にも触れているとする事例（国立大学法人）がみられた。 
 

    （参考） 平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，過去３年間に独占禁止法又は入札談合等関

与行為防止法の研修をどの課の職員に行ったかを尋ねている。今回

の調査結果と比較すると次のとおりであり，人口３０万人以上の地

方公共団体において，研修実施対象の比重が契約担当部署から発注

担当部署に移っている。この点についてヒアリング調査を行ったと

ころ，契約担当部署では官製談合防止に関する教育や情報収集を業

務の中で常に行っているため，現在は，違反のリスクが高く，法律

を勉強する機会の尐ない発注担当職員に研修を実施している（特別

区）などの回答がみられた。 

 

■ 研修対象職員の所属部署 

 

 

  

 

(注) 平成１７年の数値は，それぞれ，平成１７年調査における「研修の対象は，どの課の職員ですか。（複数回答可）」

との問に対し，「①契約担当課」，「②発注担当課」及び「③その他」と回答したものの割合である。 
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ウ  研修の対象職員 

     アンケート調査において，過去３年間に入札談合等関与行為防止法

の研修を実施したことがあると回答した発注機関に対し，どのような

役職の職員を対象としたかを尋ねたところ，全体では，「③一般職員」

が６０．０％と多かった。一方，「①部長級より上の幹部職員」（部長

級は含まない。以下同じ。）（５．６％)，「④非常勤職員」（３．２％）

及び「⑤１年以内に退職を予定している職員」（０．８％）を研修の対

象者としている発注機関は尐なかった。発注機関別にみると，国の機

関，人口３０万人以上の地方公共団体，人口５万人以上３０万人未満

の地方公共団体及び政府出資法人では「①部長級より上の幹部職員」

を研修の対象としているとの回答があったが，いずれも１割程度で

あった。「⑤１年以内に退職を予定している職員 」 を研修の対象者とし

たもの は ， 国 の機関（ １２．５％）のみであった。 

「⑦その他」の内容としては，「土木部新任部課長を研修の対象者と

している」（県），「新規採用者を研修の対象者としている」（政府出資

法人）などの回答がみられた。 
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ヒアリング調査においては，役員を対象としたコンプライアンス研

修を実施している事例（政府出資法人）や，既に退職している職員の

うち，希望する者に対して入札談合の防止に関する研修機会を提供し

ている事例（政府出資法人）がみられた。 

  

① 12.5%

① 0.0%

① 0.0%

① 5.3%

① 7.7%

① 6.5%

① 5.6%

② 50.0%

② 31.6%

② 33.3%

② 26.3%

② 35.9%

② 32.3%

② 33.6%

③ 87.5%

③ 47.4%

③ 66.7%

③ 57.9%

③ 66.7%

③ 51.6%

③ 60.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 2.6%

④ 9.7%

④ 3.2%

⑤ 12.5%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 0.8%

⑥ 25.0%

⑥ 26.3%

⑥ 11.1%

⑥ 31.6%

⑥ 20.5%

⑥ 38.7%

⑥ 27.2%

⑦ 25.0%

⑦ 15.8%

⑦ 11.1%

⑦ 21.1%

⑦ 7.7%

⑦ 19.4%

⑦ 15.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国（n=8）

都道府県（n=19）

政令指定都市（n=9）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=19）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=39）

政府出資法人（n=31）

全体（n=125）

問 研修の対象職員（アンケートの問３） 

問１で「①ある」と回答した発注機関にお尋ねします。上記研修は，どのような役職の職員を対象

としたものですか（複数回答可）。 

①部長級より上の幹部職員（部長級は②に含みます。） 

②部長級以下の管理職 

③一般職員 

④非常勤職員 

⑤１年以内に退職を予定している職員 

⑥対象は限定していない 

⑦その他（具体的な内容） 
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    （参考） 平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，独占禁止法又は入札談合等関与行為防止法

の研修にどのような職員が出席しているかを尋ねている。今回の調

査結果と比較すると次のとおりであり，幹部・管理職以上より一般

職員に対し研修を実施しているものの方が多いという傾向は変わっ

ていない。 

 

■ 研修対象職員の役職 
 

 

 

(注 1) 今回の「幹部・管理職」の数値は，「①部長級より上の幹部職員」及び「②部長級以下の管理職」を合わせたも

のである。 

(注 2)   平成１７年の数値は，それぞれ，平成１７年調査における「どのような職員が研修に出席しますか。（複数回答

可）」との問に対し，「②管理職」及び「③一般職員」と回答したものの割合である。 
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エ 研修の開催頻度 

アンケート調査において，過去３年間に入札談合等関与行為防止法

の研修を実施したことがあると回答した発注機関に対し，研修の開催

頻度を尋ねたところ，全体では，「②１年に１回程度」研修を行ってい

ると回答したものが５２．０％で最も多く，「⑤不定期に実施している」

と回答したものが３２．０％でこれに続いた。発注機関別にみると，

国の機関では「①半年に１回程度」と回答したものと「②１年に１回

程度」と回答したものが３７．５％で同数であり，政令指定都市では

「②１年に１回程度」と回答したものが８８．９％で最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

① 37.5%

① 0.0%

① 0.0%

① 10.5%

① 7.7%

① 22.6%

① 12.0%

② 37.5%

② 57.9%

② 88.9%

② 52.6%

② 41.0%

② 54.8%

② 52.0%

③ 0.0%

③ 10.5%

③ 0.0%

③ 5.3%

③ 2.6%

③ 0.0%

③ 3.2%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 3.2%

④ 0.8%

⑤ 25.0%

⑤ 31.6%

⑤ 11.1%

⑤ 31.6%

⑤ 48.7%

⑤ 19.4%

⑤ 32.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国（n=8）

都道府県（n=19）

政令指定都市（n=9）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=19）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=39）

政府出資法人（n=31）

全体（n=125）

問 研修の開催頻度（アンケートの問４） 

問１で「①ある」と回答した発注機関にお尋ねします。研修の開催頻度はどれくらいですか。 

①半年に１回程度 

②１年に１回程度 

③２年に１回程度 

④３年に１回程度 

⑤不定期に実施している 
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ヒアリング調査においては，年２回各課にコンプライアンスに関す

る研修を義務付けているほか，コンプライアンス・業務点検月間を設

けているとする事例（市）や，人事課主催の新人研修，階層別研修な

どの場でコンプライアンスの枠を設けているとする事例（市）がみら

れた。 

 

    （参考）  平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，独占禁止法又は入札談合等関与行為防止法

の研修を行っていると回答した発注機関に対してその頻度を尋ねて

いる。今回の調査と比較すると次のとおりである。 

 

■ 研修開催の頻度 

 

 

 

 

(注) 平成１７年の数値は，それぞれ，平成１７年調査における「研修を，どの位の頻度で行っていますか。」との問に対

し，「①年に１回程度」及び「②半年に１回程度」と回答したものの割合である。 

  

52.2

%

4.3%

67.9

%

0.0%
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20%

40%

60%

80%

100%

年
に
１
回

半
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に
１
回

42.1

%

0.0%

52.6

%
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%
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に
１
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半
年
に
１
回

36.0

%

12.0

%

41.0

%

7.7

%

年
に
１
回

半
年
に
１
回

56.0

%

0.0

%

54.8

%

22.6

%

年
に
１
回

半
年
に
１
回

都道府県・政令指定都市 
人口３０万人以上の 

地方公共団体 

人口５万人以上３０万人

未満の地方公共団体 
政府出資法人 

半
年
に 

１
回
程
度 

  

１
年
に 

１
回
程
度 

半
年
に 

１
回
程
度 

  

１
年
に 

１
回
程
度 

半
年
に 

１
回
程
度 

  

１
年
に 

１
回
程
度 

半
年
に 

１
回
程
度 

  

１
年
に 

１
回
程
度 

平成１７年 

今回 
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(2) コンプライアンス・マニュアル 

ア コンプライアンス・マニュアルの作成 

アンケート調査において，コンプライアンス・マニュアルの作成状

況を尋ねたところ，全体では，５３．１％の発注機関がコンプライア

ンス・マニュアルを作成していた。発注機関別にみると，政令指定都

市及び政府出資法人では，「①作成している」と回答したものの割合が

それぞれ７５．０％及び８２．７％と高かった。一方，人口３０万人

以上の地方公共団体及び人口５万人以上３０万人未満の地方公共団体

ではそれぞれ４０．３％及び２７．１％にとどまった。 

 

 

 

 

 

    （参考） 平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，職員の法令遵守に関して服務規程やコンプ

ライアンス・マニュアルを作成しているかを尋ねている。今回の調

査結果と比較すると次のとおりであり，都道府県・政令指定都市及

び政府出資法人では，コンプライアンス・マニュアルを作成してい

る割合は高まっている。 

 

  

①作成している 63.2%

①作成している 64.1%

①作成している 75.0%

①作成している 40.3%

①作成している 27.1%

①作成している 82.7%

①作成している 53.1%

②作成していない

36.8%

②作成していない

35.9%

②作成していない

25.0%

②作成していない

59.7%

②作成していない

72.9%

②作成していない

17.3%

②作成していない

46.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=19）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=162）

全体（n=490）

問 コンプライアンス・マニュアルの作成（アンケートの問６） 

 貴発注機関では，コンプライアンスに関する服務規程やマニュアル等（以下「コンプライアンス・

マニュアル」といいます。）を作成していますか。 

①作成している 

②作成していない 
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■ コンプライアンス・マニュアルを作成している割合 

 
(注) 平成１７年の数値は，平成１７年調査における「貴団体では，職員の法令遵守について服務規程やコンプ

ライアンス・マニュアルを作成し，定めていますか。」との問に対し，「①定めている」と回答したものの割

合である。 
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イ コンプライアンス・マニュアルへの入札談合等関与行為防止法の明記 

アンケート調査において，コンプライアンス・マニュアルを作成し

ていると回答した発注機関に対し，当該コンプライアンス・マニュア

ルに入札談合等関与行為等を行わないよう明記しているかを尋ねたと

ころ，全体では，「①明記している」と回答した発注機関の割合は１９．

０％であった。発注機関別にみても，その割合が最も高い都道府県で

も３３．３％であった。コンプライアンス・マニュアルを作成してい

る発注機関であっても，そのマニュアルに入札談合等関与行為等を行

わないよう明記しているものは尐ない。 

 

 

 

 

 
 

（参考） 平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，職員の法令遵守について定めている服務規

程やコンプライアンス・マニュアル等に，職員が入札談合等関与行

為を行わないよう明記しているかを尋ねている。今回の調査結果と

比較すると次のとおりであり，入札談合等関与行為等を行わないよ

うコンプライアンス・マニュアルに明記している発注機関の割合は

高くなっている。 

  

①明記している 25.0%

①明記している 33.3%

①明記している 16.7%

①明記している 12.0%

①明記している 17.3%

①明記している 18.0%

①明記している 19.0%

②明記していない

75.0%

②明記していない

66.7%

②明記していない

83.3%

②明記していない

88.0%

②明記していない

82.7%

②明記していない

82.0%

②明記していない

81.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=12）

都道府県（n=24）

政令指定都市（n=12）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=25）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=52）

政府出資法人（n=133）

全体（n=258）

問 入札談合等関与行為防止法の明記（アンケートの問７） 

 問６で「①作成している」と回答した発注機関にお尋ねします。コンプライアンス・マニュアルに，

入札談合等関与行為防止法に違反する行為を行わないよう明記していますか。 

①明記している 

②明記していない 
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■ コンプライアンス・マニュアルに入札談合等関与行為防止法を明記してい

る割合 

 
(注) 平成１７年の数値は，平成１７年調査における「上記(2)で①（※コンプライアンス・マニュアル等を定め

ている。）と回答した団体では，職員が入札談合等関与行為を行わないよう明記していますか。」との問に対

し，「①明記している」と回答したものの割合である。 
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ウ 発注担当職員向けマニュアルの作成 

アンケート調査において，発注担当職員が官製談合事件に関わるこ

とのないように特に注意すべき事項（入札談合等関与行為防止法等の

関係法令，問題が生じた際に採るべき行動など）等を整理した発注担

当職員向けのマニュアルを作成しているかを尋ねたところ，全体では，

「①作成している」と回答した発注機関の割合は２０．５％であった。

発注機関別にみると，国の機関及び政令指定都市では，「①作成してい

る」と回答したものの割合はそれぞれ３６．８％及び３１．３％と比

較的高かった。一方，それ以外の発注機関ではいずれも２割前後にと

どまった。 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング調査においては，法令等の資料を整理したマニュアルで

はないが，自らの調達方針（調達の相手先の選定については，透明性

及び公平性を確保した競争を原則とするなど）を取りまとめた調達基

本方針を作成し，発注に係る不正は容認しないという組織の意思を明

確にしているとする事例（国立大学法人）がみられた。  

①作成している 36.8%

①作成している 21.6%

①作成している 31.3%

①作成している 16.7%

①作成している 17.7%

①作成している 21.7%

①作成している 20.5%

②作成していない

63.2%

②作成していない

78.4%

②作成していない

68.8%

②作成していない

83.3%

②作成していない

82.3%

②作成していない

78.3%

②作成していない

79.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=19）

都道府県（n=37）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=60）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=181）

政府出資法人（n=161）

全体（n=474）

問 発注担当職員向けマニュアルの作成（アンケートの問８） 

貴発注機関では，問６のコンプライアンス・マニュアルとは別に，発注担当職員が官製談合事件に

関わることのないように特に注意すべき事項（入札談合等関与行為防止法等の関係法令，問題が生じ

た際に採るべき行動）等を整理した発注担当職員向けのマニュアルを作成（発注・契約事務の進め方

についてのマニュアルに記載している場合を含みます。）していますか。 

①作成している 

②作成していない 
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  (3)  官製談合事件に関わった職員に対する懲戒 

    アンケート調査において，懲戒規程に官製談合事件を想定した規定や

標準例があるかを尋ねたところ，全体では，「①ある」と回答した発注機

関の割合は２３．０％であり，発注機関別では，都道府県の３８．５％

が最も高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング調査においては，以前から懲戒処分に関する指針を作って

いたが，一部の職員しか内容を知らず，周知もしていなかったところ，

官製談合事件が起きた後は，懲戒処分の指針を職員に周知したとする事

例（一部事務組合）がみられた。 

 

 

①ある 15.0%

①ある 38.5%

①ある 25.0%

①ある 16.1%

①ある 24.5%

①ある 21.0%

①ある 23.0%

②ない 85.0%

②ない 61.5%

②ない 75.0%

②ない 83.9%

②ない 75.5%

②ない 79.0%

②ない 77.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=162）

全体（n=491）

問 官製談合事件に関わった職員に対する懲戒（アンケートの問９） 

貴発注機関の懲戒規定において，官製談合事件を想定した規定や標準例（例えば，次のような具体

例を明記したものをいいます。）はありますか。 

なお，官製談合事件が生じたときは「信用失墜」等の一般規定を適用するという場合は「②ない」

と回答してください。 

【例１】 

入札談合等関与行為の排除及び防止（並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰）

に関する法律第２条第５項各号に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は○○とする。 

【例２】 

入札等により行う契約の締結に関し，その職務に反し，事業者その他のものに談合を唆すこと，

事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により，

当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は○○とする。 

 

①ある 

②ない 
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（参考）発注機関における作成例 

 

作成例１ (国の機関） 

懲戒処分の指針について（人事院通知平成１２年３月３１日職職－６８（平成

２０年４月１日改正）） 

懲戒処分の指針 

第２ 標準例 

１ 一般服務関係 

(11) 入札談合等に関与する行為 

国が入札等により行う契約の締結に関し，その職務に反し，事業

者その他の者に談合を唆すこと，事業者その他の者に予定価格等の

入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により，当該

入札等の公正を害すべき行為を行った職員は，免職又は停職とする。 

 

作成例２ （長野県） 

懲戒処分等の指針 

第３ 標準例 

(13) 官製談合 

入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第２条第５項に

規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は，免職又は停職とす

る。 

 

作成例３ （国立大学法人富山大学） 

国立大学法人富山大学 職員懲戒規則 

懲戒処分標準例 

１ 服務一般に関するもの 

(13) 官製談合 

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公

正を害すべき行為の処罰に関する法律第２条第５項に規定する「入札

談合等関与行為」を行った職員は，懲戒解雇，諭旨解雇又は出勤停止

とする。 
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 ２ 入札談合等関与行為等を防止する体制面の整備 

  (1) コンプライアンス担当部署の設置 

    アンケート調査において，職員のコンプライアンスを担当する部署を

設置しているかを尋ねたところ，全体では，「④人事課・総務課等の既存

部署の中の担当班等が，他の業務と併せて担当している」と回答した発

注機関が５０．６％で最も多く，「⑤設置していない」と回答した発注機

関が２８．０％でこれに続いた。発注機関別にみると，政令指定都市で

は「①担当管理職のいる専担部署を設置している」と回答した発注機関

が６２．５％で最多である。 

    「⑥その他」の内容としては，「総務課に設置し，任期付職員として弁

護士資格を持つ者を配置している」（国の機関），「人事課内に，コンプラ

イアンス相談員を置くとともに，独立した受付窓口として，外部人材の

コンプライアンス監視員を置いている」（県），「内部統制委員会を設置し

ている」（政府出資法人），「コンプライアンス推進責任者及び内部監査室

を設置している」（国立大学法人）などの回答がみられた。 
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ヒアリング調査においては，コンプライアンス担当部署を設置し，これ

を実質的にトップ直轄部署として，他の部署から軽んじられることのない

よう配慮したとする事例（政府出資法人）がみられた。 

 

  

① 5.9%

① 5.4%

① 62.5%

① 11.3%

① 1.0%

① 20.0%

① 11.1%

② 5.9%

② 10.8%

② 0.0%

② 3.2%

② 2.6%

② 4.5%

② 4.0%

③ 0.0%

③ 0.0%

③ 0.0%

③ 4.8%

③ 2.1%

③ 4.5%

③ 2.9%

④ 64.7%

④ 67.6%

④ 25.0%

④ 33.9%

④ 46.6%

④ 59.4%

④ 50.6%

⑤ 17.6%

⑤ 13.5%

⑤ 6.3%

⑤ 41.9%

⑤ 46.1%

⑤ 7.1%

⑤ 28.0%

⑥ 5.9%

⑥ 2.7%

⑥ 6.3%

⑥ 4.8%

⑥ 1.6%

⑥ 4.5%

⑥ 3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

国（n=17）

都道府県（n=37）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=191）

政府出資法人（n=155）

全体（n=478）

問 コンプライアンス専担部署の設置（アンケートの問５） 

貴発注機関では，職員のコンプライアンスを担当する部署を設置していますか。 

①担当管理職のいる専担部署を設置している 

②人事課・総務課等の既存部署の中に専担の担当班等を設置している 

③人事課・総務課等の既存部署の中に専担の担当者を置いている 

④人事課・総務課等の既存部署の中の担当班等が，他の業務と併せて担当している 

⑤設置していない 

⑥その他（具体的な内容） 
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    （参考） 平成１７年調査の状況 

      平成１７年調査では，職員の法令遵守を担当する組織を設けてい

るかどうかを尋ねているところ，その結果は次表のとおりである。 

 

■ 法令遵守を担当する組織の有無 

 設けている 設けていない 

都道府県・政令指定都市 ３１．１％ ６０．７％ 

人口３０万人以上の地方公共団体 ２７．９％ ６８．９％ 

人口５万人以上３０万人未満の地方

公共団体 
２２．２％ ７０．１％ 

政府出資法人 ４０．９％ ４７．５％ 

(注) 平成１７年調査における「貴団体では，職員の法令遵守を担当する組織を設けていますか。」との問に対し

て，「①設けている」及び「②設けていない」と回答したものの割合をそれぞれ記載している。 
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  (2)  発注担当部署と契約担当部署の分離 

    アンケート調査において，発注担当部署と契約担当部署を分離してい

るかを尋ねたところ，全体では，「①分離している」と回答した発注機関

の割合が８２．６％であった。発注機関別にみると，政令指定都市及び

人口３０万人以上の地方公共団体では全て「①分離している」と回答し，

政府出資法人では３６．３％が「②分離していない」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング調査においては，万が一，発注部署と事業者との間に癒着等

があったとしても，契約課が入札を執行することにより不正を防ぐことが

できるよう，予定価格が２０００万円を超える発注物件は全て総務部契約

課で入札を執行することにしているとする事例（市）や，官製談合事件が

発生した当時，建設工事に係る一連の手続を発注担当部署が一括して行っ

ていたことが受注企業との癒着の原因となったと考え，事件後に入札の執

行や受注企業等との交渉を専門的に行う調達部署を新設したとする事例

（政府出資法人）がみられた。 

  

①分離している 80.0%

①分離している 79.5%

①分離している

100.0%

①分離している

100.0%

①分離している 92.2%

①分離している 63.8%

①分離している 82.6%

②分離していない

20.0%

②分離していない

20.5%

②分離していない 0.0%

②分離していない 0.0%

②分離していない 7.8%

②分離していない

36.3%

②分離していない

17.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=160）

全体（n=489）

問 発注担当部署と契約担当部署の分離（アンケートの問１７） 

発注機関によっては，事業者と接触する機会の多い発注担当部署と契約担当部署を分離していると

ころもあるようですが，貴発注機関では，発注担当部署と契約担当部署を分離していますか。 

なお，一定金額以上の予定価格，物件の内容等により一部実施しているといった場合には「①分離

している」を選択してください。 

①分離している 

②分離していない 
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(3) 入札手続・条件のチェック 

ア 仕様書等や入札参加資格のチェック体制 

アンケート調査において，入札等に付す工事や物品の仕様書，設計

書や入札参加資格についてのチェックを行っているかを尋ねたところ，

全体では，「②発注担当部署とは別の契約担当部署でチェックを行って

いる」と回答した発注機関が５９．８％で最も多く，「①発注担当部署

で内部チェックを行っている」（３６．１％）と回答した発注機関がこ

れに続いた。発注機関別にみると，都道府県では「①発注担当部署で

内部チェックを行っている」と回答したものの割合が８３．３％であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

① 18.8%

① 83.3%

① 18.2%

① 24.5%

① 36.0%

① 33.8%

① 36.1%

② 75.0%

② 13.3%

② 81.8%

② 73.6%

② 61.0%

② 59.7%

② 59.8%

③ 6.3%

③ 3.3%

③ 0.0%

③ 1.9%

③ 0.6%

③ 5.8%

③ 2.9%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 2.4%

④ 0.7%

④ 1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国（n=16）

都道府県（n=30）

政令指定都市（n=11）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=53）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=164）

政府出資法人（n=139）

全体（n=413）

問 仕様書等のチェック（アンケートの問１８） 

入札等に付す工事や物品の仕様書，設計書や入札参加資格についてのチェックを行っていますか。 

①発注担当部署で内部チェックを行っている 

②発注担当部署とは別の契約担当部署でチェックを行っている 

③「入札監視委員会」等の第三者機関がチェックを行っている 

④特に行っていない 
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ヒアリング調査においては，発注部署の担当者が自分で入札参加条

件等を決定できるようにしてしまうと，担当者の主観による恣意性が

生じるほか，悪意ある事業者が担当者に働きかけを行う動機を与えて

しまうと考え，入札参加事業者の選定手続を発注部署から切り離し，

総務部契約課が事務局となる「入札業者選定会議」（市役所幹部職員で

構成）を開催して決定しているとする事例（市）がみられた。 
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   イ 入札結果のチェック 

    (ｱ) 不自然な状況（１者入札，同一事業者による長期継続受注及び落 

     札率１００％案件）の情報集約・分析の取組 

      アンケート調査において，１者入札，同一事業者による長期継続

受注，落札率１００％案件といった不自然な状況が発生した場合に，

特定の部署に報告して情報を集約したり，原因を分析したりする取

組を行っているかを尋ねたところ，全体では，「①行っている」と回

答した発注機関の割合は，１者入札の場合で３８．７％，同一事業

者による長期継続受注の場合で１４．２％，落札率１００％案件の

場合で２１．９％であった。発注機関別にみると，「①行っている」

と回答した発注機関の割合は国の機関が最も高く，１者入札の場合

で９０．０％，同一事業者による長期継続受注の場合で４５．０％，

落札率１００％案件の場合で５０．０％であった。また，政府出資

法人がこれに続いている。 

 

 

 

 

 

 

  

①行っている 90.0%

①行っている 15.4%

①行っている 25.0%

①行っている 22.6%

①行っている 22.2%

①行っている 64.8%

①行っている 38.7%

②行っていない 10.0%

②行っていない 84.6%

②行っていない 75.0%

②行っていない 77.4%

②行っていない 77.8%

②行っていない 35.2%

②行っていない 61.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=189）

政府出資法人（n=162）

全体（n=488）

問 １者入札（アンケートの問２６） 

貴発注機関では，競争入札であるにもかかわらず１社しか応札する事業者が出てこないといういわ

ゆる「１者入札」が発生した場合に，特定の部署に報告して情報を集約したり，原因を分析したりす

る取組を行っていますか。 

①行っている 

②行っていない 
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①行っている 45.0%

①行っている 2.6%

①行っている 0.0%

①行っている 12.9%

①行っている 8.9%

①行っている 21.3%

①行っている 14.2%

②行っていない 55.0%

②行っていない 97.4%

②行っていない

100.0%

②行っていない 87.1%

②行っていない 91.1%

②行っていない 78.8%

②行っていない 85.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=38）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=191）

政府出資法人（n=160）

全体（n=487）

①行っている 50.0%

①行っている 12.8%

①行っている 18.8%

①行っている 9.7%

①行っている 10.5%

①行っている 38.9%

①行っている 21.9%

②行っていない 50.0%

②行っていない 87.2%

②行っていない 81.3%

②行っていない 90.3%

②行っていない 89.5%

②行っていない 61.1%

②行っていない 78.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=190）

政府出資法人（n=162）

全体（n=489）

問 同一業者による長期継続受注（アンケートの問２８） 

貴発注機関では，例えば庁舎の清掃のような同一内容の業務を継続的に発注している場合，同一業

者が継続して受注しているときは，特定の部署に報告して情報を集約したり，原因を分析したりする

取組を行っていますか。 

①行っている 

②行っていない 

 

問 落札率１００％案件（アンケートの問３０） 

貴発注機関では，非公表の予定価格と受注者の応札価格が完全に同額となるいわゆる「落札率１０

０％案件」が発生した場合，特定の部署に報告して情報を集約したり，原因を分析したりする取組を

行っていますか。 

①行っている 

②行っていない 
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(ｲ) 不自然な状況への具体的な取組内容 

アンケート調査において，１者入札，同一事業者による長期継続

受注，落札率１００％案件といった不自然な状況が発生した場合に，

特定の部署に報告して情報を集約したり，原因を分析したりする取

組を行っていると回答した発注機関に対し，集約した情報や分析し

た結果を踏まえて，官製談合事件の未然防止の観点から何か取組を

行っているかを尋ねたところ，全体では，「①行っている」と回答し

たものの割合が１者入札の場合で４４．５％，同一事業者による長

期継続受注の場合で５１．５％，落札率１００％案件の場合で４６．

２％であった。 

 

 

 

 

 

 

  

①行っている 61.1%

①行っている 40.0%

①行っている 75.0%

①行っている 21.4%

①行っている 32.5%

①行っている 48.5%

①行っている 44.5%

②行っていない 38.9%

②行っていない 60.0%

②行っていない 25.0%

②行っていない 78.6%

②行っていない 67.5%

②行っていない 51.5%

②行っていない 55.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=18）

都道府県（n=5）

政令指定都市（n=4）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=14）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=40）

政府出資法人（n=101）

全体（n=182）

問 １者入札が発生した場合の対応（アンケートの問２７） 

問２６で「①行っている」と回答した方にお尋ねします。貴発注機関では，１者入札が発生した場

合の情報の集約や原因を分析した結果を踏まえて，官製談合事件の未然防止の観点から何か取組を

行っていますか。 

①行っている（具体的な内容） 

②行っていない 
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①行っている 88.9%

①行っている 100.0%

①行っている 71.4%

①行っている 43.8%

①行っている 39.4%

①行っている 51.5%

②行っていない 11.1%

②行っていない 0.0%

②行っていない 28.6%

②行っていない 56.3%

②行っていない 60.6%

②行っていない 48.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=9）

都道府県（n=1）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=7）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=16）

政府出資法人（n=33）

全体（n=66）

①行っている 70.0%

①行っている 60.0%

①行っている 100.0%

①行っている 50.0%

①行っている 63.2%

①行っている 32.8%

①行っている 46.2%

②行っていない 30.0%

②行っていない 40.0%

②行っていない 0.0%

②行っていない 50.0%

②行っていない 36.8%

②行っていない 67.2%

②行っていない 53.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=10）

都道府県（n=5）

政令指定都市（n=3）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=6）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=19）

政府出資法人（n=61）

全体（n=104）

問 同一業者による長期継続受注が発生している場合の対応（アンケートの問２９） 

問２８で「①行っている」と回答した方にお尋ねします。貴発注機関では，同一内容の業務を同一

業者が続けて受注している場合に，集約した情報や分析した結果を踏まえて，官製談合事件の未然防

止の観点から何か取組を行っていますか。 

①行っている（具体的な内容） 

②行っていない 

 

問 落札率１００％案件が発生した場合の対応（アンケートの問３１） 

問３０で「①行っている」と回答した方にお尋ねします。貴発注機関では，落札率１００％案件が

発生した場合に，集約した情報や分析した結果を踏まえて，官製談合事件の未然防止の観点から何か

取組を行っていますか。 

①行っている（具体的な内容） 

②行っていない 

 

(注) 政令指定都市については，アンケートの問２８で「①行っている」を選択した者がいない。 
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      具体的な取組内容としては，それぞれ次のような回答がみられた。 

 

      【１者入札】 

       ○ 競争性を確保するため，「１者応札・１者応募に係る改善方

策」を策定し，新規参入事業者でも入札参加が可能となるよ

う，仕様書の策定に関し，業務内容や業務量の必要な情報を

具体化したり，業務内容に関し，経済性を考慮した上で場合

によって高度な業務とそれ以外の業務とに分割発注するなど

の方策を講じている。また，応札しなかった入札説明書等の

受領事業者から応札しなかった理由をアンケート調査し，原

因分析を行い，仕様書や競争参加資格の検討に反映させる取

組を実施している。（国の機関） 

 

       ○ 各発注機関に入札・契約手続審査委員会を設置し，次の事

項について審査を行い，競争性の確保に努めている。（国の機

関） 

        ① 競争性の阻害要因の有無・より競争性の高い契約形態へ

の移行の可否等の事前審査 

        ② １者入札案件について，事業者にアンケートを行い，理

由の分析及び改善策の検討の事後審査 

 

       ○ １者入札については，当該入札を中止し，仕様書等の見直

しも含め再度契約事務を最初からやり直すことにしている。

（市） 

 

       ○ 仕様書を取りに来たが入札に不参加だった事業者への理由

の聞き取りを行っている。（政府出資法人） 

 

       ○ １者入札については，その経緯，原因及び今後の対処方針

をまとめ，文部科学省の入札監視委員会に個別報告をしてい

る。（国立大学法人） 

 

      【同一業者による長期継続受注】 

       ○ 長期継続受注業者が結果として有利とならないために入札

準備期間を十分確保するため十分な公告期間を確保したり，

業務開始日までの準備期間を十分確保することが可能となる
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よう入札公告，入札日等の設定に配慮したり，参加資格要件

を過度の制約とならないよう必要最小限のものとするなどの

取組を行い競争性の確保に努めている。また，契約監視委員

会において，入札契約や随意契約に関して，当該契約の適正

性，妥当性等の審議を行っている。（国の機関） 

 

       ○ 契約期間の上限設定・成績評価の導入（特別区） 

 

       ○ 指名業者の入替え（市） 

 

       ○ 入札案件（業務委託）については，業者選考会議を開き，

指名業者の選考基準の見直し等を発注担当課に指示するなど，

指名業者の固定化を防止している。（市） 

 

       ○ 建築物清掃業務委託については，同一業者が長期継続して

受注している場合，翌年度に指名しない等の対応をとってい

る。（市） 

 

      【落札率１００％案件】 

       ○ 落札決定後，入札金額の内訳書を提出させるなどして，金

額の妥当性について確認を行っている。（国の機関） 

 

       ○ 案件の主管課に対し，予定価格の設定方法等について情報

収集を行っている。また，予定価格作成のため事業者から下

見積を徴収する場合の注意事項（複数から徴収し，一事業者

に片寄らないこと，入札参加とは無関係である旨を明言して

おくこと）等を，日常，各部署に対し，注意喚起している。（特

別区） 

 

       ○ 落札率が９９％を上回る入札案件があった場合は，その経

緯，原因及び今後の対処方針をまとめ，文部科学省の入札監

視委員会に個別報告をしている。（国立大学法人） 

 

       ○ 入札会場において，該当事業者に調査票に記入させ，入札

価格決定の経緯等を調査している。（国立大学法人） 
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      ヒアリング調査においては，落札率が著しく高い場合，同一工種

で固定化された入札参加者が継続的に入札している場合，入札内容

に疑義が認められる場合などに，内部調査委員会を開催することに

しているとする事例（市）がみられた。 
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(4) 第三者機関の設置によるチェック 

ア 入札等に関する第三者機関の設置状況 

アンケート調査において，入札等に関する問題を検討する常設の第

三者機関を設置しているかを尋ねたところ，全体では，「①設置してい

る」と回答した発注機関の割合は５５．７％であった。発注機関別に

みると，国の機関，都道府県及び政令指定都市では全数又は全数に近

い発注機関が「①設置している」と回答した。 

 

 

 

 

 

  

①設置している 95.0%

①設置している 94.9%

①設置している

100.0%

①設置している 61.3%

①設置している 31.8%

①設置している 63.4%

①設置している 55.7%

②設置していない 5.0%

②設置していない 5.1%

②設置していない 0.0%

②設置していない

38.7%

②設置していない

68.2%

②設置していない

36.6%

②設置していない

44.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=161）

全体（n=490）

問 入札等に関する第三者機関の設置（アンケートの問２４） 

貴発注機関では，外部の有識者等を構成員とし，入札等に関する問題を検討する常設の第三者機関

（構成員の一部に外部の第三者を加えている場合を含みます。）を設置していますか。 

①設置している 

②設置していない 
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イ 第三者機関の設置目的 

アンケート調査において，入札等に関する第三者機関を設置してい

ると回答した発注機関に対し，当該第三者機関の設置目的を尋ねたと

ころ，全体では，「①個々の工事の入札等に関して，入札参加条件や指

名業者の選定内容等が適当であったかを検討すること」と回答した発

注機関が８７．５％で最も多く，「④入札・契約手続の改善について検

討すること」（６３．７％），「②個々の物品又は業務の入札等に関して，

入札参加条件や指名業者の選定内容等が適当であったかを検討するこ

と」（４８．０％）と回答したものがこれに続いた。他方，「③発注に

関わる職員のコンプライアンスに関する取組について評価・検討する

こと」及び「⑤談合情報が寄せられた入札等の取扱いについて審議す

ること」と回答したものの割合は低かった。 
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ヒアリング調査においては，官製談合事件の後の再発防止のための

コンプライアンス活動がしっかりと行われているかチェックするため

に，市民から選定した委員による「入札事件再発防止施策評価委員会」

を設置したとする事例（市）がみられた。 

  

① 89.5%

① 91.9%

① 93.8%

① 89.5%

① 90.2%

① 82.4%

① 87.5%

② 89.5%

② 10.8%

② 37.5%

② 31.6%

② 41.0%

② 65.7%

② 48.0%

③ 15.8%

③ 0.0%

③ 0.0%

③ 5.3%

③ 4.9%

③ 8.8%

③ 6.2%

④ 89.5%

④ 62.2%

④ 50.0%

④ 57.9%

④ 65.6%

④ 62.7%

④ 63.7%

⑤ 31.6%

⑤ 48.6%

⑤ 43.8%

⑤ 34.2%

⑤ 34.4%

⑤ 12.7%

⑤ 28.6%

⑥ 21.1%

⑥ 21.6%

⑥ 43.8%

⑥ 5.3%

⑥ 16.4%

⑥ 10.8%

⑥ 15.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国（n=19）

都道府県（n=37）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=38）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=61）

政府出資法人（n=102）

全体（n=273）

問 第三者機関の設置目的（アンケートの問２５） 

問２４で「①設置している」と回答した発注機関にお尋ねします。当該第三者機関の設置目的は何

ですか（複数回答可）。 

①個々の工事の入札等に関して，入札参加条件や指名業者の選定内容等が適当であったかを検討する

こと 

②個々の物品又は業務の入札等に関して，入札参加条件や指名業者の選定内容等が適当であったかを

検討すること 

③発注に関わる職員のコンプライアンスに関する取組について評価・検討すること 

④入札・契約手続の改善について検討すること 

⑤談合情報が寄せられた入札等の取扱いについて審議すること 

⑥その他（具体的な内容） 
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(5) 公益通報窓口等 

ア 公益通報窓口の設置 

アンケート調査において，職員が職場における不正行為を見聞きし

た際に利用できる公益通報窓口を設置しているかを尋ねたところ，全

体では，「①設置している（総務課等の組織内部に通報窓口を設けてい

る。）」と回答した発注機関が５３．９％と最も多く，「②設置している

（弁護士事務所等の組織外部に通報窓口を設けている。）」（３．１％）

及び「③設置している（組織内部と外部の両方に通報窓口を設けてい

る。）」（２５．４％）を合わせると，８割以上の発注機関では何らかの

通報窓口を設けていることが明らかとなった。発注機関別にみると，

国の機関，都道府県及び政令指定都市では「③設置している（組織内

部と外部の両方に通報窓口を設けている。）」と回答したものが最も多

く，それ以外の発注機関では「①設置している（総務課等の組織内部

に通報窓口を設けている。）」と回答したものが最も多かった。 
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ヒアリング調査においては，公益通報窓口の設置について，通報の

実効性を高めるため，法令違反行為の事実の解明に重要な情報を提供

した職員に対しては，たとえ違反行為に関与していた場合にも懲戒処

分の減免を行うこととしているとする事例（市）がみられた。 

  

① 30.0%

① 33.3%

① 31.3%

① 54.1%

① 53.6%

① 64.4%

① 53.9%

② 0.0%

② 0.0%

② 6.3%

② 3.3%

② 4.7%

② 1.9%

② 3.1%

③ 55.0%

③ 66.7%

③ 62.5%

③ 31.1%

③ 9.9%

③ 24.4%

③ 25.4%

④ 15.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 11.5%

④ 31.8%

④ 9.4%

④ 17.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=61）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=160）

全体（n=488）

問 公益通報窓口の設置（アンケートの問１４） 

貴発注機関では，職員が職場における不正行為等を見聞きした際に利用できる公益通報窓口を設置

していますか。 

①設置している（総務課等の組織内部に通報窓口を設けている。） 

②設置している（弁護士事務所等の組織外部に通報窓口を設けている。） 

③設置している（組織内部と外部の両方に通報窓口を設けている。） 

④設置していない 
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イ 官製談合に関する通報窓口の利用を促す取組 

アンケート調査において，公益通報窓口を設置していると回答した

発注機関に対し，当該公益通報窓口について，官製談合事件に関する

情報についても通報の対象となる旨を職員に周知しているかを尋ねた

ところ，全体では，「①行っている」と回答したものの割合は２６．４％

であった。 

 

 

 

 

 

  

①行っている 29.4%

①行っている 27.0%

①行っている 31.3%

①行っている 17.0%

①行っている 21.3%

①行っている 33.3%

①行っている 26.4%

②行っていない 70.6%

②行っていない 73.0%

②行っていない 68.8%

②行っていない 83.0%

②行っていない 78.7%

②行っていない 66.7%

②行っていない 73.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=17）

都道府県（n=37）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=53）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=127）

政府出資法人（n=144）

全体（n=394）

問 官製談合に関する通報窓口の利用を促す取組（アンケートの問１５） 

問１４で①～③のいずれかと回答した方にお尋ねします。公益通報窓口について，官製談合事件

に関する情報についても通報の対象となる旨を職員に周知する取組を行っていますか。 

①行っている 

②行っていない 

 

40



 
 

ウ 外部からの情報収集 

アンケート調査において，職員以外の者から官製談合事件に関する

情報を集める取組や制度があるかを尋ねたところ，全体では，「①ある」

と回答した発注機関の割合が３６．１％であった。発注機関別にみる

と，国の機関では「①ある」と回答したものの割合が５５．０％であっ

た。 

職員以外の者から官製談合事件に関する情報を集める取組や制度の

具体的な内容としては，「投書方式による『何でも投書箱』と市ＨＰ又

は携帯電話から会員登録する『よいまちモニター制度』により情報収

集を行っている」（市）などの回答がみられた。 

 

 

 

 

 

  

①ある 55.0%

①ある 41.0%

①ある 43.8%

①ある 45.2%

①ある 34.7%

①ある 29.7%

①ある 36.1%

②ない 45.0%

②ない 59.0%

②ない 56.3%

②ない 54.8%

②ない 65.3%

②ない 70.3%

②ない 63.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=190）

政府出資法人（n=158）

全体（n=485）

問 外部からの情報収集（アンケートの問１６） 

貴発注機関には，職員以外の者から官製談合事件に関する情報を集める取組や制度（例えば，市民

からの投書窓口等）がありますか。 

①ある（具体的な内容） 

②ない 
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(6) 秘密情報の管理 

ア 秘密情報の管理に関する取組 

アンケート調査において，入札等に係る秘密情報の管理についての

規程を定めているかを尋ねたところ，全体では，「①定めている」と回

答した発注機関の割合は１９．３％であり，８０．７％の発注機関は

そのような規程を定めていなかった。 

 

 

 

 

 

    （参考）平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，入札に係る秘密情報の管理についての規程

を定めているかを尋ねている。今回の調査結果と比較すると次のと

おりであり，秘密情報の管理についての規程を定めている発注機関

はおおむね増えている。 

 

  

①定めている 25.0%

①定めている 23.1%

①定めている 18.8%

①定めている 11.3%

①定めている 8.3%

①定めている 34.0%

①定めている 19.3%

②定めていない 75.0%

②定めていない 76.9%

②定めていない 81.3%

②定めていない 88.7%

②定めていない 91.7%

②定めていない 66.0%

②定めていない 80.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=162）

全体（n=491）

問 秘密情報の管理に関する取組（アンケートの問１２） 

貴発注機関では，入札等に係る秘密情報（公表されていない予定価格，指名業者名，公表前の発注

予定工事情報等）の管理についての規定を定めていますか。 

①定めている 

②定めていない 
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■ 入札等に係る秘密情報の管理についての規程の有無 

 

(注) 平成１７年の数値は，平成１７年調査における「貴団体では，入札に係る秘密情報（公表されていない予

定価格，指名業者，公表前の発注予定工事情報等）の管理についての規定を定めていますか。」との問に対し，

「①定めている」と回答したものの割合である。  

23.0%

4.9% 5.7%

14.1%

21.8%
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イ 秘密情報管理規程の内容 

アンケート調査において，入札等に係る秘密情報の管理についての

規程を定めていると回答した発注機関に対し，当該規程の内容を尋ね

たところ，全体では，秘密情報管理規程の内容として，「④重要度に応

じて機密区分を設け，保管方法（重要なものは金庫で保管等）を指定

している」との回答が５５．９％で最も多く，「①文書の持ち出しを制

限している」との回答が４６．２％でこれに続いた。発注機関別にみ

ても，いずれにおいても「①文書の持ち出しを制限している」及び「④

重要度に応じて機密区分を設け，保管方法（重要なものは金庫で保管

等）を指定している」と回答したものの割合が高い。 

「⑤その他」の内容としては，「情報システムの使用に際し，ログイ

ンＩＤ及びパスワードを設定し，使用者を制限している」（市），「公表

前情報については，当該情報を知り得る者の限定や施錠による厳重保

管，また，設計書等についても，決裁者・関わる者の限定，施錠保管

など規定している」（政府出資法人），「予定価格調書の保管にあたって

は，施錠が出来る金庫等に保管する」（政府出資法人），「文書の複写を

制限している」（国立大学法人）などの回答がみられた。 
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ヒアリング調査においては，入札等に係る秘密情報の管理について，

当該案件の担当者と決裁権者以外の者がＬＡＮ等を通じて他の発注情

報の電子データをのぞき見ることができないよう電子データのアクセ

ス制限を詳細に設定し，同じ課の職員でもその案件の担当者以外は当

該情報を見ることができないようにしているとする事例（市）がみら

れた。 

  

① 80.0%

① 11.1%

① 33.3%

① 16.7%

① 62.5%

① 48.1%

① 46.2%

② 20.0%

② 0.0%

② 0.0%

② 0.0%

② 18.8%

② 13.0%

② 11.8%

③ 60.0%

③ 0.0%

③ 33.3%

③ 16.7%

③ 25.0%

③ 13.0%

③ 17.2%

④ 80.0%

④ 44.4%

④ 100.0%

④ 66.7%

④ 37.5%

④ 57.4%

④ 55.9%

⑤ 40.0%

⑤ 55.6%

⑤ 66.7%

⑤ 16.7%

⑤ 25.0%

⑤ 33.3%

⑤ 34.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国（n=5）

都道府県（n=9）

政令指定都市（n=3）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=6）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=16）

政府出資法人（n=54）

全体（n=93）

問 秘密情報管理規程の内容（アンケートの問１３） 

問１２で「①定めている」と回答した発注機関にお尋ねします。当該規定の内容を教えてください

（複数回答可）。 

①文書の持ち出しを制限している 

②ＦＡＸ，メールの通信記録を取ることとしている 

③秘密情報を扱う部署への立入りを制限している 

④重要度に応じて機密区分を設け，保管方法（重要なものは金庫で保管等）を指定している 

⑤その他（具体的な内容） 
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    （参考） 平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，入札に係る秘密情報の管理規程の具体的内

容を尋ねている。今回の調査結果と比較すると次のとおりである。 

 

 

 

 

 

(注) 平成１７年の数値は，それぞれ，平成１７年調査における「上記(3)で①（※入札に係る秘密情報の管理規定を定めてい

る。）と回答した団体で，具体的にどのような規定を定めていますか（複数回答可）。」との問に対し，「①文書の持出しを

制限している」，「②ＦＡＸ・メールの通信記録を取っている」及び「③秘密情報を扱う部署への立入りを制限している」

と回答したものの割合である。 
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都道府県・政令指定都市 人口３０万人以上の 

地方公共団体 

人口５万人以上３０万人

未満の地方公共団体 
政府出資法人 

■■ 秘密情報管理規程の内容 

 

平成１７年 

今回 
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 ３ 入札談合等関与行為等を防止するための施策 

  (1) 公共調達に関する外部からの働きかけに対する対応 

   ア 外部からの働きかけに対する対応状況 

     アンケート調査において，法令に違反するような行為をすることを

求める働きかけを受けた場合に，その内容を文書化して上司等に報告

すること等を義務付けるといった取組を行っているかを尋ねたところ，

全体では，「①行っている」と回答した発注機関の割合は３０．９％で

あった。発注機関別にみると，政令指定都市では６８．８％，都道府

県では５３．８％の発注機関が「①行っている」と回答する一方，政

府出資法人では「①行っている」と回答したものの割合は２１．６％

であった。 

     具体的な取組内容としては，次のような回答がみられた。 

 

    ○ 発注者綱紀保持規程に基づき，不当な働きかけを受けたときは，

所属の長及び発注者綱紀保持担当者に対し，報告書を提出する。ま

た，当該報告については，発注者綱紀保持委員会へ報告し，その後，

閲覧及びホームページにより公表することとしている。（国の機関） 

 

    ○ 通達により，「職員が，入札契約に関連して，退職者あるいは企業

関係者から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けた時は，

その概要を記録し，所属長に報告させるとともに，働きかけの内容

及びそれに対する対応は公表する」こととしている。また，外部か

らの働きかけに対する報告窓口を設置している。（国の機関） 

 

    ○ 公共調達に限らず，公職等にある者及びＯＢから，公正な職務の

執行を損なうおそれのある働きかけを受けた場合の記録・公表等の

取扱いについて要綱を定めている。この取組を始めた後，外部から

の働きかけ自体が激減した。（県） 

 

    ○ 秘密情報を問い合わせる行為の記録及び公表についての取扱い要

領を定めている。（市） 
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ヒアリング調査においては，外部からの働きかけに対する対応につ

いて，国や地方公共団体の議員，首長，政治家の秘書及び県庁職員Ｏ

Ｂ等の一定の公職にある者等から，県庁職員に対して書面ではなく口

頭（電話等）によって行われた要望等については，その内容を問わず

記録し，情報公開の対象とすることを内容とした取扱要領を作成し，

これによって各種手続の透明性を確保するようにしたところ，導入後

には，働きかけ自体が減尐し，ゼロ件に近づきつつあるとする事例（県），

外部からの働きかけの事実を記録し，上司への報告及び対外公表を義

務付ける制度を導入したところ，働きかけ元に対するけん制効果が生

じ，近年では働きかけ自体がなくなっているとする事例（県），外部か

ら受けた働きかけについて，上司への報告を義務付けるとともに，イ

ントラネット上に掲載することにより，一部の職員のみで処理するこ

となく組織として対処することができるようになったとする事例（県），

最低制限価格の事後公表化によって，最低制限価格を事前に聞き出そ

うとする外部からの働きかけの発生が懸念されたため，その対策とし

て，これら働きかけの事実の記録・報告・公表を内容とする対応要領

を策定したとする事例（市），市議会の制定した倫理条例により，職員

①行っている 35.0%

①行っている 53.8%

①行っている 68.8%

①行っている 40.3%

①行っている 27.5%

①行っている 21.6%

①行っている 30.9%

②行っていない 65.0%

②行っていない 46.2%

②行っていない 31.3%

②行っていない 59.7%

②行っていない 72.5%

②行っていない 78.4%

②行っていない 69.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=189）

政府出資法人（n=162）

全体（n=488）

問 外部からの働きかけに対する対応（アンケートの問１０） 

近年，発注機関の中には，官製談合事件の防止のための取組として，公共調達に関し，職員が事業

者・ＯＢ等の外部の者から，予定価格，設計金額，入札参加事業者名等の秘密情報等を漏らす，特定

の事業者が入札等に参加できるようにするなどの法令に違反するような行為をすることを求める働

きかけを受けた場合，その内容を文書化して上司等に報告すること等を義務付けるといった取組が見

られますが，貴発注機関ではこのような取組を行っていますか。 

①行っている（具体的な内容） 

②行っていない 
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以外の者が職員に対しその職務に関し特定の団体又は個人を他のもの

と比べて有利に取扱うなど特別の取扱いをすることを要求してきた場

合などの対応を明確化したところ，職員もおかしな要求に対して「今

はこのような条例がありますので」と断ることができるようになりと

ても助かっているとする事例（市）などがみられた。 

 

   （参考） 平成１７年調査との比較 

     平成１７年調査では，外部から働きかけを受けた場合に文書化して

報告することを義務付ける等の取組を行っているかを尋ねている。今

回の調査結果と比較すると次のとおりであり，このような取組を行っ

ている発注機関の割合が高くなっている。 

 

■ 外部からの働きかけに対する取組を行っている割合 

 

(注) 平成１７年の数値は，平成１７年調査における「近年，発注機関では，入札談合及び入札談合行為の防止の

ための取組として，職員が事業者・職員ＯＢ等からの働きかけを受けた場合に文書化して報告することを義務

付ける等の取組が見られますが，貴団体ではこうした取組を行っていますか。」との問に対し，「①行っている」

と回答したものの割合である。 

 

  

31.1%

18.0%

10.3% 10.1%

58.2%

40.3%

27.5%
21.6%
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   イ 外部との接触における留意点の作成・周知 

アンケート調査において，発注担当職員と事業者又はＯＢの接触に

関して，留意すべき事項を定め，発注担当職員に周知しているかを尋

ねたところ，全体では「①周知している」と回答した発注機関の割合

は２５．５％であった。発注機関別にみると，国の機関，都道府県及

び政令指定都市において，それぞれ５２．６％，４３．６％及び５０．

０％と高かった。 

具体的な内容としては，次のような回答がみられた。 

 

    ○ 事業者の事務室内への立入りを原則禁止している。（市） 

 

    ○ 事業者との応対については，「１人で行わないこと」，「個室では行

わないこと」について，説明会等の機会がある都度，口頭で周知し

ている。（政府出資法人） 

 

    ○ 発注担当職員が事業者と応対するときは，原則として，カウンター

にて応対する。発注担当職員は，庁舎外において，事業者との接触

は極力控える。（市） 

 

    ○ 通達により，「発注担当職員が事業者等と応接するときは，原則，

受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応し，これ

によることができない場合は，事前に所属長（応接しようとするも

のが所属長であるときは，その上司）の承認を得る」こととしてい

る。（国の機関） 
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     ヒアリング調査においては，外部との接触における留意点の作成・

周知について，次のような取組がみられた。 

 

    ○ 外部の者が執務室に勝手に入室することを防ぐため受付カウン

ターを設置した。（市） 

 

    ○ 執務室の入り口に電話を設置し，用事のある職員を呼び出す方式

にして営業目的の入室を防止した。（市） 

 

    ○ 密室になることを避けて，打合せスペースを誰からも目のつく

オープンスペースに移した。（市） 

 

    ○ 全ての県庁職員に，退庁後も含め利害関係者と接触する場合は管

理職に「いつ」，「誰と会うか」を届け出る制度を導入している。（県） 

 

    ○ 対応に当たっては複数人で会うことを徹底している。（市） 

 

 

①周知している 52.6%

①周知している 43.6%

①周知している 50.0%

①周知している 17.7%

①周知している 17.2%

①周知している 28.4%

①周知している 25.5%

②周知していない

47.4%

②周知していない

56.4%

②周知していない

50.0%

②周知していない

82.3%

②周知していない

82.8%

②周知していない

71.6%

②周知していない

74.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=19）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=16）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=162）

全体（n=490）

問 外部との接触における留意点の作成・周知（アンケートの問１１） 

貴発注機関では，発注担当職員と事業者又はＯＢとの接触に関して，例えば，応対は一人では行わ

ない，定められた場所で応対するなど，留意すべき事項を定め，発注担当職員に周知していますか。 

①周知している（具体的な内容） 

②周知していない 
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    （参考） 平成１７年調査との比較 

      平成１７年調査では，契約締結までの間における職員と事業者又

はＯＢの接触に関して，接触に際しての留意点を定める等の取組を

行っているかを尋ねている。今回の調査結果と比較すると次のとお

りであり，このような取組を行っている発注機関の割合はおおむね

増加している。 

 

■ 外部との接触における留意点の作成・周知を行っている割合 

 

(注) 平成１７年の数値は，平成１７年調査における「貴団体では，契約締結までの間における職員と事業者又

はＯＢとの接触に関して，接触に際しての留意点を定める等の取組を行っていますか。」との問に対し，「①

行っている」と回答したものの割合である。 
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(2) 人事上の配慮 

ア 発注担当職員の長期配属の防止 

アンケート調査において，発注担当職員と特定の事業者又は事業者

団体との癒着等を防ぐために，発注担当職員が長期間同一ポストに配

置されることを避けるようにする人事上の配慮を行っているかを尋ね

たところ，全体では，６８．４％の発注機関が「①行っている」と回

答した。発注機関別にみても，人口３０万人以上の地方公共団体及び

人口５万人以上３０万人未満の地方公共団体で若干割合が低いものの，

いずれも「①行っている」と回答したものが過半数であった。 

 

 

 

 

 

ヒアリング調査においては，発注担当職員の配属について，工事を

発注する部署の中でも積算や設計を担当する技術系職員は職務の性格

上長期配属となる傾向が強いところ，職場で長年指導してもらったＯ

Ｂなどから頼まれると断りにくいのではないかという問題意識から，

事務系職員のポストと意識的に人事交流を行うようにしているとする

事例（市）がみられた。 

  

①行っている 75.0%

①行っている 87.2%

①行っている 73.3%

①行っている 56.5%

①行っている 58.9%

①行っている 78.8%

①行っている 68.4%

②行っていない 25.0%

②行っていない 12.8%

②行っていない 26.7%

②行っていない 43.5%

②行っていない 41.1%

②行っていない 21.3%

②行っていない 31.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=15）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=62）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=160）

全体（n=488）

問 発注担当職員の長期配属（アンケートの問１９） 

貴発注機関では，発注担当職員と特定の事業者又は事業者団体との癒着等を防ぐために，発注担当

職員が長期間同一ポストに配置されるのを避けるようにする人事上の配慮を行っていますか。 

①行っている 

②行っていない 
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イ 長期配属の期間 

アンケート調査において，発注担当職員が長期間同一ポストに配置

されることを避けるようにする人事上の配慮を行っていると回答した

発注機関に対し，長期配属の限度をどの程度の期間としているかを尋

ねたところ，全体では，「⑥その他」と回答した発注機関を除くと，「②

３年間」（３４．４％）と回答したものが最も多く，「④５年間」と回

答したものがこれに続いた。発注機関別にみると，国の機関，都道府

県及び政府出資法人では「②３年間」と回答したものの割合が最も高

かったが，それ以外の発注機関では，「②３年間」と回答したものの割

合よりも「④５年間」と回答したものの割合が高かった。 

「⑤その他」の内容としては，「幹部職員１～３年，一般職員３～５

年」（市）などの回答がみられた。 
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①２年間 0.0%

①２年間 0.0%

①２年間 0.0%

①２年間 0.0%

①２年間 0.0%

①２年間 3.3%

①２年間 1.3%

②３年間 84.6%

②３年間 46.9%

②３年間 0.0%

②３年間 9.7%

②３年間 12.3%

②３年間 54.2%

②３年間 34.4%

③４年間 0.0%

③４年間 12.5%

③４年間 0.0%

③４年間 3.2%

③４年間 10.4%

③４年間 3.3%

③４年間 6.4%

④５年間 7.7%

④５年間 0.0%

④５年間 22.2%

④５年間 32.3%

④５年間 28.3%

④５年間 11.7%

④５年間 18.3%

⑤６年間 0.0%

⑤６年間 0.0%

⑤６年間 22.2%

⑤６年間 0.0%

⑤６年間 3.8%

⑤６年間 0.0%

⑤６年間 1.9%

⑥その他 7.7%

⑥その他 40.6%

⑥その他 55.6%

⑥その他 54.8%

⑥その他 45.3%

⑥その他 27.5%

⑥その他 37.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国（n=13）

都道府県（n=32）

政令指定都市（n=9）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=31）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=106）

政府出資法人（n=120）

全体（n=311）

問 長期配属の期間（アンケートの問２０） 

問１９で「①行っている」と回答した方にお尋ねします。発注担当職員と特定の事業者又は事業者

団体との癒着等を防ぐために，最長でどれくらいの期間の長期配属を限度としていますか。 

①２年間 

②３年間 

③４年間 

④５年間 

⑤６年間 

⑥その他（具体的な内容） 

 

55



 
 

(3) ＯＢへの対応 

ア ＯＢの再就職先の把握 

アンケート調査において，ＯＢが入札参加事業者等に再就職してい

るかどうか把握しているかを尋ねたところ，全体では，「①把握してい

る」と回答した発注機関の割合は２４．１％となった。発注機関別に

みると，都道府県（６９．２％）及び政令指定都市（６０．０％）で

は「①把握している」と回答したものの割合が高かった。 
(注) ただし，アンケート調査では，ＯＢの退職時の役職や所属部署，再就職の経緯等を限定せずにＯ

Ｂの再就職先の把握状況を質問しているものであり，また，回答作成部署は人事担当部署ではなく

発注・契約担当部署であることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

  

①把握している 20.0%

①把握している 69.2%

①把握している 60.0%

①把握している 23.0%

①把握している 9.4%

①把握している 28.4%

①把握している 24.1%

②把握していない

80.0%

②把握していない

30.8%

②把握していない

40.0%

②把握していない

77.0%

②把握していない

90.6%

②把握していない

71.6%

②把握していない

75.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=20）

都道府県（n=39）

政令指定都市（n=15）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=61）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=192）

政府出資法人（n=162）

全体（n=489）

問 ＯＢの再就職先の把握１（アンケートの問２１） 

過去の官製談合事件では，発注機関職員が退職後に，入札等に参加する可能性のある事業者又はそ

の業界団体（以下「入札参加事業者等」といいます。）に再就職し，元の職場などに営業活動等を行っ

ており，当該ＯＢが現職の職員に対して法令に違反するような行為を求める働きかけを行った，ある

いは現職の職員がＯＢに秘密情報を漏えいしたという例があります。 

貴発注機関では，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているのかどうかを把握していますか。 

①ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか把握している 

②ＯＢが入札参加事業者等に再就職したかどうか把握していない 
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イ ＯＢの再就職先における業務内容の把握 

アンケート調査において，ＯＢが入札参加事業者等に再就職してい

るかどうかを把握していると回答した発注機関に対し，ＯＢがどのよ

うな仕事をしているかを把握しているかを尋ねたところ，全体では，

「①把握している」と回答した発注機関の割合が４９．５％であった。 

 

 

 

 

 

 
(注) グラフでは「③ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない」と回答したものを除いて集計を行っている。 

なお，「③ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない」と回答した発注機関数は，１７機関（国の機関：２

機関，人口５万人以上３０万人未満の地方公共団体：２機関，政府出資法人：１３機関）である。 

 

ヒアリング調査においては，発注事務を行う各課に再就職したＯＢ

の氏名等を周知し，当該ＯＢと市民からみて不適切と思われるような

行為を起こさないよう注意喚起しているとする事例（市）や，ＯＢの

再就職先に対し，当該ＯＢが内部で異動した場合は連絡するように依

頼しているとする事例（政府出資法人）がみられた。 

  

①把握している

100.0%

①把握している 53.8%

①把握している 50.0%

①把握している 42.9%

①把握している 62.5%

①把握している 39.4%

①把握している 49.5%

②把握していない 0.0%

②把握していない

46.2%

②把握していない

50.0%

②把握していない

57.1%

②把握していない

37.5%

②把握していない

60.6%

②把握していない

50.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=2）

都道府県（n=26）

政令指定都市（n=8）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=14）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=16）

政府出資法人（n=33）

全体（n=99）

問 ＯＢの再就職先の把握２（アンケートの問２２） 

問２１で，「①ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか把握している」と回答した方にお尋

ねします。 

入札参加事業者等に再就職したＯＢがどのような仕事をしているかを把握していますか。 

①ＯＢがどのような仕事をしているのか把握している 

②ＯＢがどのような仕事をしているのか把握していない 

③ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない 
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   ウ ＯＢに対する取組 

アンケート調査において，ＯＢが入札参加事業者等に再就職してい

るかどうかを把握していると回答した発注機関に対し，官製談合事件

の未然防止の観点から何か取組を行っているかを尋ねたところ，全体

では，３４．５％の発注機関が「①行っている」と回答した。発注機

関別にみると，都道府県（６３．０％）と政令指定都市（８８．９％）

では「①行っている」と回答したものの割合が高かった。 

具体的な取組内容としては，次のような回答がみられた。 

 

    ○ 再就職先が民間企業の場合，当該企業が県の公共事業と関係のあ

る場合は，本人に「県の公共事業に係る営業に２年間は従事しない」

旨の誓約書を提出させ，当該企業に対しても同趣旨の要請を行い，

公正な行政運営に配慮している。（県） 

 

    ○ 管理職員であったＯＢの再就職先について県ＨＰを利用して県民

に公表している。（県） 

 

    ○ 職員の民間企業等への再就職に関する要綱を定め，退職前５年間

に担当した職務と密接に関連した民間企業等への再就職については

退職後２年間は自粛するよう要請している。退職後２年以内に前記

に該当する再就職をする場合は，「再就職報告書」の提出を求め，提

出者本人へは「契約活動等の自粛要請」通知を民間企業等へは「民

間企業等への自粛要請」通知をそれぞれ送付するとともに，区ＨＰ

へ再就職の状況等を掲載する。（特別区） 

 

    ○ ＯＢに対して，本市退職後３年間は，その退職前５年間に担当し

ていた業務と密接な関係にある登録業者等への再就職を自粛するよ

う要請している。特別な事情によりやむを得ず再就職する場合は，

本市への営業活動を行わないよう，ＯＢ及び再就職先に対し要請す

る。（市） 
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ヒアリング調査においては，ＯＢに対する取組について，市職員の

再就職に関する取扱要領を定め，退職前５年間に担当していた業務に

関する本市への営業活動を禁止しているとする事例（市）がみられた。 

  

①行っている 0.0%

①行っている 63.0%

①行っている 88.9%

①行っている 41.7%

①行っている 20.0%

①行っている 11.6%

①行っている 34.5%

②行っていない

100.0%

②行っていない 37.0%

②行っていない 11.1%

②行っていない 58.3%

②行っていない 80.0%

②行っていない 88.4%

②行っていない 65.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（n=4）

都道府県（n=27）

政令指定都市（n=9）

人口３０万人以上の

地方公共団体（n=12）

人口５万人以上３０万人未満の

地方公共団体（n=15）

政府出資法人（n=43）

全体（n=110）

問 ＯＢに対する取組（アンケートの問２３） 

問２１で「①ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか把握している」と回答した方にお

尋ねします。貴発注機関では，入札参加事業者等に再就職したＯＢがいる場合，当該ＯＢが再就職し

ている入札参加事業者等に対して，ＯＢを入札等関連業務に従事させないように要請したり，ＯＢを

対象とした研修会を行ったりするなど，官製談合事件の未然防止の観点から何か取組を行っています

か。 

①行っている（具体的な内容） 

②行っていない 

 

59



 
 

第４ 入札談合等関与行為等の防止に向けて 

 １ 調査結果の分析・評価 

  (1) 発注機関・職員における法令遵守意識の向上 

    入札談合は，競争入札を通じて本来得られるべき価格・品質での物品・

役務の調達を妨げるものであり，発注機関の利益を損ない，ひいては納

税者である国民の公共の利益を損ねる違法行為である。そして，入札談

合等関与行為等は，当該発注機関の利益を追求すべき職員がその利益を

自ら損なうという利益背反行為に等しいものである。幹部も含めた発注

機関の各職員は，入札談合等関与行為等は職務の適正な執行という自ら

の本来的責務に反するものであることを自覚し，法令遵守意識の向上に

努めることが求められる。発注機関自身も，組織として，コンプライア

ンスを向上させ，職員による入札談合等関与行為等の防止に努めること

が求められる。 

 

ア 研修の拡充 

入札談合等関与行為等の発生を防ぐためには，幹部を始めとする各

職員に対して，遵守すべき内容を実際に周知・啓発する機会を確保す

ることが重要である。 

なお，公正取引委員会は，発注機関における入札談合等関与行為等

の未然防止に向けたコンプライアンス活動を支援するため，発注機関

の実施する職員向け研修への講師派遣等を行っている（研修事業の実

施状況については参考資料６参照）。 

 

(ｱ) 研修の積極的な実施 

発注機関における入札談合等関与行為防止法の研修の実施状況に

ついてみると，過去３年間で入札談合等関与行為防止法の研修を実施

した発注機関は約４分の１にとどまっており，相当数の発注機関職員

が入札談合等関与行為防止法の内容を十分把握しないまま業務に従

事している可能性がある。発注機関別にみると，研修の実施状況に相

当程度のばらつきがみられ，最も実施率の高い政令指定都市で半数強

となっている一方，人口３０万人以上の地方公共団体では約３割，人

口５万人以上３０万人未満の地方公共団体及び政府出資法人では約

２割にとどまる。しかし，過去の入札談合等関与行為の事例では，中

小規模の地方公共団体や政府出資法人においても入札談合等関与行

為が発生している。また，本省庁だけでなく出先機関においても入札

談合等関与行為が発生している。したがって，組織の規模や発注額の
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多寡，あるいは，本省庁・出先機関の別にかかわらず，積極的に研修

を実施していく必要がある。 

 

(ｲ) 幹部・管理職や発注担当職員に対する研修の強化 

研修の対象者についてみると，発注担当部署の職員に対する研修

と契約担当部署の職員に対する研修の実施状況は同程度となってい

る。また，役職別にみると，幹部・管理職よりも一般職員が研修対象

となっている場合が多い。他方，過去の入札談合等関与行為の事例で

は，関与した職員のほとんどは発注担当部署所属であり，また，全て

の事例で幹部・管理職が関与している状況にあることから，幹部・管

理職や発注担当職員における法令遵守意識の向上が特に求められる。

研修の実効性を高めるためには，こうした職員への研修を強化してい

くことが肝要である。 

 

(ｳ) 研修の適時の実施 

研修の頻度についてみると，年１回程度行われている場合が多い。

人事異動等による担当職員の入替えのタイミングに合わせての研修

も効果的であると考えられる。 

 

イ コンプライアンス・マニュアルの整備 

組織として法令遵守体制を強固なものとし，入札談合等関与行為等

を防止するためには，法令・条例をより具体化したコンプライアンス・

マニュアルを整備していくことが重要である。 

コンプライアンス・マニュアルの整備状況についてみると，作成し

ていない発注機関が半数近くあり，中小規模の地方公共団体において

は作成していない発注機関が６～７割であった。コンプライアンス・

マニュアルを作成している場合でも，８割程度のマニュアルでは，入

札談合等関与行為防止法を遵守すべき対象として明記していない。 

また，発注担当職員が官製談合事件に問われることのないよう業務

上特に注意すべき事項等を整理した発注担当職員向けのマニュアルの

作成状況についてみると，作成していない発注機関は８割程度に上っ

ている。 

東証一部上場企業では独占禁止法に関する遵守マニュアルを整備し

ているものが７割近くに上っている（公正取引委員会「企業における

独占禁止法に関するコンプライアンスの取組状況について」（平成２２

年６月公表））。これに比べると，入札談合等関与行為防止法の遵守を
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コンプライアンス･マニュアルに明記している発注機関は，国の機関や

都道府県といった組織規模の大きいものでも３割程度にとどまってお

り，入札談合等関与行為等に対する取組に力点が置かれているとはい

えない。発注機関の職員による入札談合等関与行為防止法の遵守を実

効性あるものとするためには，コンプライアンス・マニュアルの整備

を一層進めるとともに，その内容も業務環境に即した具体的・実践的

なものとなるよう工夫していくことが望まれる。 

 

ウ 組織としての意思の明確化 

過去の入札談合等関与行為の事例では，入札談合等関与行為に至っ

た背景・要因として，発注機関職員が，入札談合に加担することがむ

しろ地元業者の保護・育成に役立つという意識を持っていたことや，

随意契約から入札へ切り替えたことによる混乱を避け入札業務を円滑

に進めようとしたことなどが挙げられる。発注機関としては，職員が，

地元業者育成などの政策は適正な入札執行に優先しても構わないとの

考えや，入札業務を滞らせないことや品質の確保の方が適正な入札執

行よりも重要との考えから，入札談合等関与行為等を行うこともやむ

を得ない，許されるといった考え方をすることのないよう，入札談合

等関与行為等は許容しないとの組織としての意思を，幹部・管理職が，

所属する各職員に対し，明確に示すことが重要である。入札談合等関

与行為防止法の遵守を明記したコンプライアンス・マニュアルの整備

は，そうした組織としての意思を具現化する意味でも重要である。 

また，入札談合等関与行為等を懲戒処分対象として懲戒規程に明記

している発注機関は，２割程度にとどまっている。しかし，入札談合

等関与行為等が懲戒処分の対象となることを明らかにすることも，入

札談合等関与行為等を許容しないという組織としての意思を明確化す

ることに資すると考えられる。 

 

  (2) 入札談合等関与行為等を防止する体制面の整備 

    入札談合等関与行為等を未然に防止するためには，発注機関自身が組

織として包括的に取り組んでいくことが必要である。そのためには，組

織・体制面において，入札談合等関与行為等の発生リスクを低減させる

機能を組み込んでおくことが重要である。 

 

   ア 法令遵守を推進する体制の整備 

     法令遵守に向けた各種取組を推進するコンプライアンス担当部署の

62



 
 

設置状況についてみると，多くの発注機関においてコンプライアンス

業務は既存部署の担当者により他の業務と併せて担当されている状況

にある。また，組織規模が小さくなるとコンプライアンス業務担当部

署自体が設置されていない場合も多くなっている。さらに，コンプラ

イアンスを担当する管理職は，政令指定都市では６割程度で置かれて

いるが，その他の発注機関ではほとんど置かれていない。出先機関を

含め法令遵守を推進するための取組を実効的に行うためには，その実

施について一定の権限と責任の下に主体的・一元的に推進していくこ

とが重要であり，体制整備など適切な対応が望まれる。 

 

   イ 入札談合等関与行為等の未然防止・発見のためのチェック体制の整備 

    (ｱ) 入札手続・条件の事前チェック体制の整備 

      過去の入札談合等関与行為の事例では，発注機関の職員が特定の

事業者を入札に指名したり，受注予定者を円滑に決定できる指名業

者の組合せを設定することで入札談合を容易にする事例がみられる。

これを未然に防止するためには，入札に係る仕様書等や入札参加資

格が適正に設定されているかを，入札の実施過程においてチェック

する体制を整備することが有効であると考えられる。 

入札に係る仕様書等や入札参加資格のチェック体制についてみる

と，発注機関の８割以上が発注担当部署と契約担当部署を分離し，

約６割が発注担当部署とは別の契約担当部署が仕様書等や入札参加

資格のチェックを行っている。しかし，都道府県においては８割以

上が発注担当部署内でチェックを行っているなど，４割弱の発注機

関では発注担当部署による内部チェック体制となっていることから，

発注担当部署とは別の部署によるチェック体制を充実することが望

まれる。 

      なお，外部の有識者等を構成員とする第三者機関を事前チェック

に活用している発注機関はごくわずかであった。 

 

    (ｲ) 入札結果の事後検証により問題行為を発見する仕組みの構築 

      コンプライアンスの取組の実効性を確保するためには，法令遵守

意識向上や体制整備による「予防」とともに，万一問題行為が発生

した場合にこれを「発見」する機能を備えることも必要である。こ

うした発見機能は，問題行為が行われることのけん制にもつながる。 

      入札談合等関与行為等が存在している場合には，入札結果に不自

然・不合理な点が生じることがある。例えば，１者入札や同一事業
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者による長期継続受注がみられた場合には，その背景として，入札

物件の仕様内容や入札参加資格が恣意的に設定されている可能性や，

特定事業者が受注できるように発注機関から当該特定事業者を受注

者として希望する旨の意向が示されている可能性が考えられる。ま

た，予定価格を事前公表していない発注物件で落札率が１００％と

なった場合は，予定価格等の秘密情報の漏えいがその背景にある可

能性が考えられる。したがって，問題行為を抑止・発見するために

は，入札結果にこうした不自然・不合理な点がないかを検証・分析

することが有効であると考えられる。 

      １者入札や同一事業者による長期継続受注，落札率１００％案件

といった不自然な入札結果に関する情報を集約して分析する取組の

状況についてみると，こうした取組を行っていない発注機関は６～

８割に上り，不自然な入札結果に対する問題意識の低さがうかがわ

れる。 

      入札談合等関与行為等の予防・発見の取組をより実効あるものに

するためには，このような観点から入札結果の事後検証に取り組む

ことが望まれる。 

 

    (ｳ) 第三者機関による事後検証の強化 

      入札等に関する問題を事後的に検証する上では，発注機関内部で

のチェックに加え，第三者機関を活用することも考えられる。発注

機関における入札等に関する問題を検討する第三者機関の設置状況

をみると，過半の発注機関で設置されている状況にある。 

      第三者機関の設置目的についてみると，個々の工事の入札等にお

ける入札参加資格等が適当であったかを検討するためとするものが

約９割であるのに対し，個々の物品や業務の入札等における入札参

加資格等が適当であったかを検討するためのものは半数以下にとど

まっている。入札談合等関与行為は，工事以外の発注物件において

も発生していることから，発注機関においては，第三者機関も活用

して，入札談合等関与行為等の事後チェック機能を強化していくこ

とが望まれる。 

 

    (ｴ) 公益通報窓口の設置 

入札談合等関与行為等は組織内部での問題行為であるため，公益

通報のスキームが機能しないと，職員が入札談合等関与行為等に係

る情報に接した場合にもそれが表面化せず，組織的な対応が難しく
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なることが想定される。 

８割以上の発注機関において公益通報窓口が設置されているもの

の，このうち官製談合事件に関する情報が通報対象になっている旨

を内部で周知している発注機関の割合は３割弱にとどまっている。 

入札談合等関与行為等に係る有効な情報を収集し，それによって

入札談合等関与行為等の抑止を図る観点からは，入札談合等関与行

為等に係る情報が通報対象として求められている旨が職員の間で十

分認識されるようにすることが望まれる。 

 

ウ 秘密情報の管理徹底 

過去の入札談合等関与行為の事例では，発注機関の職員が設計金額

や発注予定時期等の秘密情報を関係事業者に漏えいし，入札談合を容

易にしている事例がみられる。また，入札談合等関与行為に類似する

行為について立件された刑事事件でも，秘密情報の漏えいに関するも

のが多くみられる。入札等に係る秘密情報の漏えいを防止するために

は，こうした情報が適切に管理されるよう体制を整備する必要がある。

秘密情報に関する管理規程を定めている発注機関の割合は，平成１７

年調査時の状況と比べて進展がみられたものの，いまだ２割程度にと

どまっている。発注機関別にみると，発注機関の組織規模が小さくな

るにつれて管理規程が整備されなくなる傾向がうかがえる。しかし，

過去の発注に係る秘密情報の漏えい事例は，組織規模にかかわらず発

生している。入札等に係る秘密情報の管理の徹底は，情報漏えいのリ

スクを低減するとともに，万一漏えいした場合の事実確認にも資する

ものであり，発注機関においては，秘密情報の保管方法やアクセス制

限について規程を定めるなど，積極的な対応が望まれる。 

 

(3) 入札談合等関与行為等を防止するための施策 

ア 外部からの働きかけに対する対策 

過去の入札談合等関与行為の事例では，指名業者の組合せについて

関与職員が事業者から提示された組合せ案に沿って実施していた事例

や，ＯＢが提示した受注予定者を選定した「割付表」に従って関与職

員が受注予定者を承認していた事例，事業者の情報収集活動に応じて

秘密情報である設計金額を漏えいしていた事例など，事業者からの働

きかけを通じて関与行為に至るものが複数認められる。発注業務にお

いて担当職員等が事業者と接触する機会は必然的に生ずるものである

ことから，発注機関としては，このような日常的な業務環境に内在す
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るリスクを認識し，積極的に対策を講じておくことが望まれる。 

入札等に係る秘密情報の漏えい，特定の事業者に便宜を図る等の法

令に違反するような行為を求める働きかけを外部から受けた場合の対

応として，その内容を文書化して上司等に報告すること等を義務付け

るといった取組を行っている発注機関の割合は，３割程度となってい

る。発注機関別にみると，平成１７年調査時と比べ，このような取組

を行う発注機関は増加する傾向にあるものの，都道府県や政令指定都

市での実施状況が５～７割程度に達している一方，人口５万人以上３

０万人未満の地方公共団体や政府出資法人については２～３割程度に

とどまるなど，取組状況にはばらつきが存在する。ヒアリング調査に

おいては，外部からの働きかけの内容を記録・報告・公表する制度を

導入した結果，働きかけ自体が減尐したとする発注機関があり，この

ような取組が推進されることが望まれる。 

また，外部との接触に際して，応対は一人では行わない，定められ

た場所で応対するなどのルールを策定し，職員に周知している発注機

関の割合は４分の１程度である。この取組についても，実施する発注

機関の割合はおおむね増加傾向にある。 

 

イ 人事上の配慮 

前記アで挙げたような，事業者からの働きかけにより入札談合等関

与行為が行われた事例が示すように，長年の接触機会を通じて事業者

と発注機関職員との間に一定の関係が醸成されることにより，事業者

と発注機関職員双方が互いに無理を言いやすい環境や，発注機関職員

が法令に違反するような行為を求める働きかけを断りにくい状況が生

まれている。このことが，入札談合等関与行為等が引き起こされる要

因の一つとなっていると考えられる。 

発注担当職員と特定の事業者の癒着等を防ぐために，約７割の発注

機関が，長期間同一ポストに配置することを避けるという人事上の配

慮を行っている。中小規模の地方公共団体では，限られた人員で業務

の専門性・継続性を確保しつつ定期的な配置換えを行うことは難しい

面もあると思われるものの，担当者が定期的に入れ替わる環境では，

仮に入札談合等関与行為等が開始されたとしてもその隠匿・存続は困

難となるものであり，一層の取組が望まれる。 

 

ウ 入札参加事業者に再就職したＯＢへの対応 

過去の入札談合等関与行為の事例では，入札参加事業者に再就職し
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たＯＢの要請に応じて工事を分割発注するなど，ＯＢが入札談合等関

与行為に関係する事例が多くみられる。入札談合等関与行為等の未然

防止のためには，こうしたＯＢによる現職職員への影響力の行使を適

切に排除することも重要となる。実際，ヒアリング調査においても，「職

場で長年指導してもらったＯＢなどから頼まれると断りにくい」旨を

指摘する発注機関がみられた。 

一方，ＯＢの入札参加事業者等への再就職実態を把握している発注

機関は約２割であり，また，再就職状況を把握していても具体的にど

のような業務に就いているかまで把握している発注機関は，更にその

半分程度という状況であった（注）。 

発注機関としては，ＯＢの働きかけによって入札談合等関与行為等

が引き起こされないように配慮することが望まれる。この点，発注機

関の中には，ＯＢや再就職先企業に対し関係する受注活動業務に従事

しないよう要請したり，ＯＢに対するコンプライアンス研修の機会を

提供したりしているものもある。 

（注）５６ページの(注)を参照。 

 

 ２ 公正取引委員会としての今後の対応 

   入札談合は発注機関における競争機能を通じた効率的な公共調達活動を

損なう悪質な行為であり，発注機関の職員がそれに関与することは決して

許容されないものである。公正取引委員会としては，今後とも入札談合に

対し独占禁止法を厳正に執行していくとともに，入札談合等関与行為の事

実が認められる場合には入札談合等関与行為防止法に基づき適切に対処し

ていく。 

   今回の調査では，入札談合等関与行為等の背景・実態を分析するととも

に，その未然防止に向けて発注機関が行っている各種取組を紹介している。

発注機関においては，本調査結果も参考としつつ入札談合等関与行為等の

未然防止の取組を推進していくことが期待されるところ，公正取引委員会

としても，各種研修事業や情報発信等を通じた発注機関のコンプライアン

ス活動の支援について，本調査結果を踏まえながら引き続き積極的に取り

組んでいく。 

 

 （参考） 

   発注機関の実施する職員向け研修への講師派遣について 

    http://www.jftc.go.jp/kansei/haken.html 

   研修用テキスト「入札談合の防止に向けて」 

    http://www.jftc.go.jp/kansei/text.html 
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 1 

別
紙

 

 

発
注

機
関

に
よ

る
官

製
談

合
の

未
然

防
止

の
た

め
の

取
組

状
況

等
に

関
す

る
 

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
（

調
査

票
）

 

  【
回
答
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項
】
 

①
 

本
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

に
つ

い
て

，
窓

口
と

な
る

部
署

を
決

め
て

い
た

だ
き

，
そ

の
部

署

で
取
り
ま
と
め
の
上
，
提
出
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た
だ
く
よ
う
お
願
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い
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し
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す
。
 

②
 

文
中
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特

に
指

定
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の

に
つ

い
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は
，

平
成

２
３

年
３
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末

日
現

在
の

状
況

に

基
づ
い
て
御
回
答
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だ
さ
い
。
 

③
 

本
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

の
回

答
の

際
に

は
，

原
則

と
し

て
，

選
択

肢
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番
号

か
ら

１
つ

を

選
び

（
「

（
複

数
回

答
可

）
」

と
記

載
さ

れ
て

い
る

設
問

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限
り

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

）
，

調
査

票
に

直
接

○
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

具
体

的
内

容
を

記
載

し
て

い
た
だ
く
場
合
も
，
調
査
票
に
直
接
御
記
入
く
だ
さ
い
。
 

④
 
そ
の
他
，
御
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
依
頼
文
書
（
２
ペ
ー
ジ
）
に
記
載
し
て
い
る
「
３
 
お

問
い
合
わ
せ
先
」
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

 

【
用
語
の
定
義
】
 

本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
定
義
は
，
次
の
と
お
り
で
す
。
 

・
 

「
入

札
等

」
：

入
札

，
競

り
売

り
そ

の
他

競
争

に
よ

り
契

約
の

相
手

方
を

選
定

す
る

方

法
を
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い

，
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

等
に

よ
る

随
意

契
約

や
見

積
り

合
わ

せ
を

経
た

上
で
の
随
意
契
約
を
含
み
ま
す
が
，
一
者
特
命
随
意
契
約
は
除
き
ま
す
。
 

・
 

「
官

製
談

合
事

件
」

：
発

注
機

関
の

職
員

が
入

札
談

合
等

に
関

与
す

る
こ

と
に

よ
り

，

下
記
に
該
当
す
る
事
件
を
い
い
ま
す
（
法
令
は
次
ペ
ー
ジ
参
照
の
こ
と
。
）
。
 

①
職
員
が
独
占
禁
止
法
の
不
当
な
取
引
制
限
の
罪
（
第
８
９
条
）
の
共
犯
と
な
っ
た
事
件
 

②
職
員
に
つ
い
て
公
正
取
引
委
員
会
が
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
に
基
づ
き
入
札
談
 

合
等
関
与
行
為
（
第
２
条
第
５
項
各
号
）
を
認
定
し
た
事
件
 

③
職
員
が
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
の
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
の
罪
（
第
８
条
）
 

を
犯
し
た
事
件
 

④
職
員
が
刑
法
の
競
売
入
札
妨
害
罪
（
第
９
６
条
の
３
第
１
項
）
を
犯
し
た
事
件
 

⑤
職
員
が
刑
法
の
談
合
罪
（
第
９
６
条
の
３
第
２
項
）
の
共
犯
と
な
っ
た
事
件
 

・
 

「
契

約
担

当
部

署
」

：
発

注
機

関
に

お
い

て
，

会
計

及
び

公
共

調
達

の
契

約
に

関
す

る

事
務
を
担
当
す
る
部
署
を
い
い
ま
す
（
例
え
ば
，
会
計
課
，
契
約
課
等
）
。
 

・
 

「
発

注
担

当
部

署
」

：
発

注
機

関
に

お
い

て
公

共
調

達
を

希
望

す
る

部
署

で
あ

っ
て

，

工
事

や
物

品
等

の
発

注
の

計
画

，
仕

様
書

や
設

計
書

の
作

成
等

を
行

う
部

署
を

い
い

ま
す

（
例
え
ば
，
●
●
建
設
部
○
○
施
設
課
等
）
。
 

 2 
 【

参
考
】
 

○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
［
独
占
禁
止
法
］（

抜
粋
）
 

 不
当
な
取
引
制
限
の
定
義

 
第

２
条

第
６

項
 

 
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「

不
当

な
取

引
制

限
」
と

は
，
事

業
者

が
，
契

約
，
協

定
そ

の
他

何
ら

の
名

義
を

も
つ

て
す

る
か

を
問

わ
ず

，
他

の
事

業
者

と
共

同
し

て
対

価
を

決
定

し
，
維

持
し

，
若

し
く

は
引

き
上

げ
，
又

は
数

量
，
技

術
，

製
品

，
設

備
若

し
く

は
取

引
の

相
手

方
を

制
限

す
る

等
相

互
に

そ
の

事
業

活
動

を
拘

束
し

，
又
は

遂
行

す
る

こ
と

に

よ
り

，
公

共
の

利
益

に
反

し
て

，
一

定
の

取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
す

る
こ

と
を

い
う

。
 

 
不
当
な
取
引
制
限
の
禁
止

 
第

３
条

 

 
事

業
者

は
，

私
的

独
占

又
は

不
当

な
取

引
制

限
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

 不
当
な
取
引
制
限
の
罪

 
第

８
９

条
 

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

は
，

５
年

以
下

の
懲

役
ま

た
は

５
０

０
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 

一
 

第
３

条
の

規
定

に
違

反
し

て
私

的
独

占
又

は
不

当
な

取
引

制
限

を
し

た
者

 

  
○

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関
す
る
法
律
[
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
]
（
抜
粋
）
 

 入
札
談
合
等
関
与
行
為

 
第

２
条

第
５

項
 

 
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「

入
札

談
合

等
関

与
行

為
」
と

は
，
国

若
し

く
は

地
方

公
共

団
体

の
職

員
又

は
特

定
法

人
の

役
員

若
し
く

は
職

員
（

以
下

「
職

員
」

と
い

う
。
）

が
入

札
談

合
等

に
関

与
す

る
行

為
で

あ
っ

て
，

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
い

う
。

 

一
 

事
業

者
又

は
事

業
者

団
体

に
入

札
談

合
等

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

 

二
 

契
約

の
相

手
方

と
な

る
べ

き
者

を
あ

ら
か

じ
め

指
名

す
る

こ
と

そ
の

他
特

定
の

者
を

契
約

の
相

手
方

と
な

る
べ

き
者

と
し

て
希

望
す

る
旨

の
意

向
を

あ
ら

か
じ

め
教

示
し

，
又

は
示

唆
す

る
こ

と
。

 

三
 

入
札

又
は

契
約

に
関

す
る

情
報

の
う

ち
特

定
の

事
業

者
又

は
事

業
者

団
体

が
知

る
こ

と
に

よ
り

こ
れ

ら
の

者
が

入
札

談
合

等
を

行
う

こ
と

が
容

易
と

な
る

情
報

で
あ

っ
て

秘
密

と
し

て
管

理
さ

れ
て

い
る

も
の

を
，
特

定
の

者
に

対

し
て

教
示

し
，

又
は

示
唆

す
る

こ
と

。
 

四
 

特
定

の
入

札
談

合
等

に
関

し
，
事

業
者

，
事

業
者

団
体

そ
の

他
の

者
の

明
示

若
し

く
は

黙
示

の
依

頼
を

受
け

，
又

は
こ

れ
ら

の
者

に
自

ら
働

き
か

け
，
か

つ
，
当
該

入
札

談
合

等
を

容
易

に
す

る
目

的
で

，
職

務
に

反
し

，
入

札
に

参

加
す

る
者

と
し

て
特

定
の

者
を

指
名

し
，

又
は

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
，

入
札

談
合

等
を

幇ほ
う

助
す

る
こ

と
。

 

 
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害

 
第

８
条

 
 

職
員

が
，
そ

の
所

属
す

る
国

等
が

入
札

等
に

よ
り

行
う

売
買

，
貸

借
，
請

負
そ

の
他

の
契

約
の

締
結

に
関

し
，
そ

の

職
務

に
反

し
，
事

業
者

そ
の

他
の

者
に

談
合

を
唆

す
こ

と
，
事
業

者
そ

の
他

の
者

に
予

定
価

格
そ

の
他

の
入

札
等

に
関

す
る

秘
密

を
教

示
す

る
こ

と
又

は
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

，
当

該
入

札
等

の
公

正
を

害
す

べ
き

行
為

を
行

っ
た

と
き

は
，

５
年

以
下

の
懲

役
又

は
２

５
０

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

 

 ○
刑
法
（
抜
粋
）
 

 競
売
入
札
妨
害
罪
・
談
合
罪

 
第

９
６

条
の

３
第

１
項

 
 

偽
計

又
は

威
力

を
用

い
て

，
公

の
競

売
又

は
入

札
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
を

し
た

者
は

，
２

年
以

下
の

懲
役

又
は

２
５

０
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 

 

第
９

６
条

の
３

第
２

項
 

 

公
正

な
価

格
を

害
し

又
は

不
正

な
利

益
を

得
る

目
的

で
，

談
合

し
た

者
も

，
前

項
と

同
様

と
す

る
。
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参考資料１



 3 
 回
答
者
・
連
絡
先
等
 

貴
発
注
機
関
名
 

  

区
分
 

 

①
 
国
の
機
関
 

②
 
都
道
府
県
又
は
政
令
指
定
都
市
 

③
 
中
核
市
又
は
人
口

3
0
万
人
以
上
の
地
方
公
共
団
体
（
上
記
②
を
除
く
。
）
 

④
 
上
記
②
及
び
③
以
外
の
地
方
公
共
団
体
 

⑤
 
政
府
出
資
法
人
 

所
在
地
 

 
 
 
 
 
 
 
都
 
道
 

 
 
 
 
 
 
 
府
 
県
 

本
調
査
票
の
担
当

部
署
名
 

  

担
当
者
の
職
名
 

  

担
当
者
の
氏
名
 

 

電
話
番
号
 

  

Ｅ
－
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
 

  

年
間
発
注
実
績
 

※
 

貴
発

注
機

関
の

平

成
２

２
年

度
の

調
達

（
工

事
，
製

造
，
財

産

の
買

入
れ

，
物

件
の

借

入
れ

，
役

務
及

び
運

送
，
保

管
）
の

総
額

に

つ
い

て
，
右

の
選

択
肢

の
中

か
ら

該
当

す
る

区
分

を
選

択
し

て
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

平
成

２
２

年
度

の

発
注

実
績

が
確

定
し

て
い

な
い

場
合

に
は

，

平
成

２
１

年
度

の
実

績
で

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

平
成
（
 
 
 
）
年
度
実
績
 

①
 
1
0
億
円
未
満
 

②
 
1
0
億
円
以
上

5
0
億
円
未
満
 

③
 
5
0
億
円
以
上

1
0
0
億
円
未
満
 

④
 
1
0
0
億
円
以
上

5
0
0
億
円
未
満
 

⑤
 
5
0
0
億
円
以
上

1
0
0
0
億
円
未
満
 

⑥
 
1
0
0
0
億
円
以
上
 

   

 4 
 研

修
 

問
１
 
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
の
研
修
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
過
去
３
年
間
（
平
成
２
０
年
度
～
２
２
年
度
）
に
，
職
員
に
対
し
て
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
内

容
を

周
知

す
る

た
め

の
研

修
を

実
施

し
た

こ
と

が
あ

り
ま
す
か
。
 

な
お
，
職
員
の
綱
紀
保
持
の
た
め
の
研
修
の
中
で
，
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
に
関

す
る
説
明
を
併
せ
て
行
っ
て
い
る
場
合
は
，
「
①
あ
る
」
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

①
あ
る
 

②
な
い
 

 問
２
 
研
修
対
象
職
員
の
所
属
部
署
 

問
１
で
「
①
あ
る
」
と
回
答
し
た
発
注
機
関
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
研

修
の

対
象

は
，
ど

の

部
署
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。
 

①
契
約
担
当
部
署
 

②
発
注
担
当
部
署
 

③
そ
の
他
 

具
体
的
な
内
容
 

  

 問
３
 
研
修
の
対
象
職
員
 

問
１
で
「
①
あ
る
」
と
回
答
し
た
発
注
機
関
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
上
記
研
修
は
，
ど
の
よ

う
な
役
職
の
職
員
を
対
象
と
し
た
も
の
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。
 

①
部
長
級
よ
り
上
の
幹
部
職
員
（
部
長
級
は
②
に
含
み
ま
す
。
）

 

②
部
長
級
以
下
の
管
理
職
 

③
一
般
職
員
 

④
非
常
勤
職
員
 

⑤
１
年
以
内
に
退
職
を
予
定
し
て
い
る
職
員
 

⑥
対
象
は
限
定
し
て
い
な
い
 

⑦
そ
の
他
 

具
体
的
な
内
容
 

  

 問
４
 
研
修
の
開
催
頻
度
 

問
１
で
「
①
あ
る
」
と
回
答
し
た
発
注
機
関
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
研

修
の

開
催

頻
度

は
ど

れ
く
ら
い
で
す
か
。
 

①
半
年
に
１
回
程
度
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 5 
 

②
１
年
に
１
回
程
度
 

③
２
年
に
１
回
程
度
 

④
３
年
に
１
回
程
度
 

⑤
不
定
期
に
実
施
し
て
い
る
 

 コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
専
担
部
署
の
設
置

 

問
５
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
専
担
部
署
の
設
置
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
担
当
す
る
部
署
を
設
置
し
て
い
ま
す

か
。
 

①
担
当
管
理
職
の
い
る
専
担
部
署
を
設
置
し
て
い
る
 

②
人
事
課
・
総
務
課
等
の
既
存
部
署
の
中
に
専
担
の
担
当
班
等
を
設
置
し
て
い
る
 

③
人
事
課
・
総
務
課
等
の
既
存
部
署
の
中
に
専
担
の
担
当
者
を
置
い
て
い
る
 

④
人
事
課
・
総
務
課
等
の
既
存
部
署
の
中
の
担
当
班
等
が
，
他
の
業
務
と
併
せ
て
担
当
し
 

て
い
る
 

⑤
設
置
し
て
い
な
い
 

⑥
そ
の
他
 

具
体
的
な
内
容
 

  

 コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

 

問
６
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
 

 
貴
発
注
機
関
で
は
，
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
服
務
規
程
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
（
以
下

「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
い
ま
す
。
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
作
成
し
て
い
る
 

②
作
成
し
て
い
な
い
 

 問
７
 
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
の
明
記
 

 
問
６
で
「
①
作
成
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
発
注
機
関
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
，
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
に
違
反
す
る
行
為
を
行
わ
な
い

よ
う
明
記
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
明
記
し
て
い
る
 

②
明
記
し
て
い
な
い
 

 問
８
 
発
注
担
当
職
員
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
問
６
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
は
別
に
，
発
注
担
当

職
員
が
官
製
談
合
事
件
に
関
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
特
に
注
意
す
べ
き
事
項
（
入
札
談
合

等
関
与
行
為
防
止
法
等
の
関
係
法
令
，
問
題
が
生
じ
た
際
に
採
る
べ
き
行
動
）
等
を
整
理
し

 6 
 

た
発
注
担
当
職
員
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
（
発
注
・
契
約
事
務
の
進
め
方
に
つ
い
て
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
し
て
い
る
場
合
を
含
み
ま
す
。
）
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
作
成
し
て
い
る
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

②
作
成
し
て
い
な
い
 

 懲
戒
規
定
の
整
備

 

問
９
 
官
製
談
合
事
件
に
関
わ
っ
た
職
員
に
対
す
る
懲
戒
 

貴
発
注
機
関
の
懲
戒
規
定
に
お
い
て
，
官
製
談
合
事
件
を
想
定
し
た
規
定
や
標
準
例
（
例

え
ば
，
次
の
よ
う
な
具
体
例
を
明
記
し
た
も
の
を
い
い
ま
す
。
）
は
あ
り
ま
す
か
。
 

な
お
，
官
製
談
合
事
件
が
生
じ
た
と
き
は
「
信
用
失
墜
」
等
の
一
般
規
定
を
適
用
す
る
と

い
う
場
合
は
「
②
な
い
」
と
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 【
例
１
】
 

入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
（
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為

の
処
罰
）
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
各
号
に
規
定
す
る
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
」
を
行
っ
た
職

員
は
○
○
と
す
る
。
 

【
例
２
】
 

入
札
等
に
よ
り
行
う
契
約
の
締
結
に
関
し
，
そ
の
職
務
に
反
し
，
事
業
者
そ
の
他
の
も
の
に
談
合
を

唆
す
こ
と
，
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
予
定
価
格
等
の
入
札
等
に
関
す
る
秘
密
を
教
示
す
る
こ
と
又
は
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
，
当
該
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
っ
た
職
員
は
○
○
と
す
る
。
 

 

①
あ
る
 

②
な
い
 

 公
共
調
達
に
関
す
る
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
す
る
対
応
／
秘
密
情
報
の
管
理

 

問
１
０
 
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
す
る
対
応
 

近
年
，
発
注
機
関
の
中
に
は
，
官
製
談
合
事
件
の
防
止
の
た
め
の
取
組
と
し
て
，
公
共
調

達
に

関
し

，
職

員
が

事
業

者
・
Ｏ

Ｂ
等

の
外

部
の

者
か

ら
，
予

定
価

格
，
設

計
金

額
，
入

札

参
加
事
業
者
名
等
の
秘
密
情
報
等
を
漏
ら
す
，
特
定
の
事
業
者
が
入
札
等
に
参
加
で
き
る
よ

う
に

す
る

な
ど

の
法

令
に

違
反

す
る

よ
う

な
行

為
を

す
る

こ
と

を
求

め
る

働
き

か
け

を
受

け
た
場
合
，
そ
の
内
容
を
文
書
化
し
て
上
司
等
に
報
告
す
る
こ
と
等
を
義
務
付
け
る
と
い
っ

た
取
組
が
見
ら
れ
ま
す
が
，
貴
発
注
機
関
で
は
こ
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

具
体
的
な
内
容
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

   

②
行
っ
て
い
な
い
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 7 
 問
１
１
 
外
部
と
の
接
触
に
お
け
る
留
意
点
の
作
成
・
周
知
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
発
注
担
当
職
員
と
事
業
者
又
は
Ｏ
Ｂ
と
の
接
触
に
関
し
て
，
例
え
ば
，

応
対
は
一
人
で
は
行
わ
な
い
，
定
め
ら
れ
た
場
所
で
応
対
す
る
な
ど
，
留
意
す
べ
き
事
項
を

定
め
，
発
注
担
当
職
員
に
周
知
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
周
知
し
て
い
る
 

具
体
的
な
内
容
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

  ②
周
知
し
て
い
な
い
 

 問
１
２
 
秘
密
情
報
の
管
理
に
関
す
る
取
組
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
入
札
等
に
係
る
秘
密
情
報
（
公
表
さ
れ
て
い
な
い
予
定
価
格
，
指
名

業
者
名
，
公
表
前
の
発
注
予
定
工
事
情
報
等
）
の
管
理
に
つ
い
て
の
規
定
を
定
め
て
い
ま
す

か
。
 

①
定
め
て
い
る
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

②
定
め
て
い
な
い
 

 問
１
３
 
秘
密
情
報
管
理
規
定
の
内
容
 

問
１
２
で
「
①
定
め
て
い
る
」
と
回
答
し
た
発
注
機
関
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
当
該
規
定
の

内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）
。
 

①
文
書
の
持
ち
出
し
を
制
限
し
て
い
る
 

②
Ｆ
Ａ
Ｘ
，
メ
ー
ル
の
通
信
記
録
を
取
る
こ
と
と
し
て
い
る
 

③
秘
密
情
報
を
扱
う
部
署
へ
の
立
入
り
を
制
限
し
て
い
る
 

④
重
要
度
に
応
じ
て
機
密
区
分
を
設
け
，
保
管
方
法
（
重
要
な
も
の
は
金
庫
で
保
管
等
）
を

指
定
し
て
い
る
 

⑤
そ
の
他
 

具
体
的
な
内
容
 

  

 公
益
通
報
窓
口

 

問
１
４
 
公
益
通
報
窓
口
の
設
置
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
職
員
が
職
場
に
お
け
る
不
正
行
為
等
を
見
聞
き
し
た
際
に
利
用
で
き

る
公
益
通
報
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
設
置
し
て
い
る
（
総
務
課
等
の
組
織
内
部
に
通
報
窓
口
を
設
け
て
い
る
。
）
 

②
設
置
し
て
い
る
（
弁
護
士
事
務
所
等
の
組
織
外
部
に
通
報
窓
口
を
設
け
て
い
る
。
）

 

③
設
置
し
て
い
る
（
組
織
内
部
と
外
部
の
両
方
に
通
報
窓
口
を
設
け
て
い
る
。
）

 

④
設
置
し
て
い
な
い
 

 8 
  問
１
５
 
官
製
談
合
に
関
す
る
通
報
窓
口
の
利
用
を
促
す
取
組
 

問
１
４
で
①
～
③
の
い
ず
れ
か
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
公
益
通
報
窓
口
に
つ

い
て
，
官
製
談
合
事
件
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
通
報
の
対
象
と
な
る
旨
を
職
員
に
周
知

す
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

②
行
っ
て
い
な
い
 

 問
１
６
 
外
部
か
ら
の
情
報
収
集
 

貴
発

注
機

関
に

は
，

職
員

以
外

の
者

か
ら

官
製

談
合

事
件

に
関

す
る

情
報

を
集

め
る

取

組
や
制
度
（
例
え
ば
，
市
民
か
ら
の
投
書
窓
口
等
）
が
あ
り
ま
す
か
。
 

①
あ
る
 

具
体
的
な
内
容
 

  

②
な
い
 

 発
注
担
当
部
署
と
契
約
担
当
部
署
の
分
離

 

問
１
７
 
発
注
担
当
部
署
と
契
約
担
当
部
署
の
分
離
 

発
注

機
関

に
よ

っ
て

は
，

事
業

者
と

接
触

す
る

機
会

の
多

い
発

注
担

当
部

署
と

契
約

担

当
部

署
を

分
離

し
て

い
る

と
こ

ろ
も

あ
る

よ
う

で
す

が
，

貴
発

注
機

関
で

は
，

発
注

担
当

部
署
と
契
約
担
当
部
署
を
分
離
し
て
い
ま
す
か
。
 

な
お

，
一

定
金

額
以

上
の

予
定

価
格

，
物

件
の

内
容

等
に

よ
り

一
部

実
施

し
て

い
る

と

い
っ
た
場
合
に
は
「
①
分
離
し
て
い
る
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
 

①
分
離
し
て
い
る
 

②
分
離
し
て
い
な
い
 

 問
１
８
 
仕
様
書
等
の
チ
ェ
ッ
ク
 

入
札

等
に

付
す

工
事

や
物

品
の

仕
様

書
，

設
計

書
や

入
札

参
加

資
格

に
つ

い
て

の
チ

ェ

ッ
ク
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
発
注
担
当
部
署
で
内
部
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
 

②
発
注
担
当
部
署
と
は
別
の
契
約
担
当
部
署
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
 

③
「
入
札
監
視
委
員
会
」
等
の
第
三
者
機
関
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
 

④
特
に
行
っ
て
い
な
い
 

 人
事
上
の
配
慮

 

問
１
９
 
発
注
担
当
職
員
の
長
期
配
属
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
発
注
担
当
職
員
と
特
定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
と
の
癒
着
等
を

71
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防
ぐ
た
め
に
，
発
注
担
当
職
員
が
長
期
間
同
一
ポ
ス
ト
に
配
置
さ
れ
る
の
を
避
け
る
よ
う
に

す
る
人
事
上
の
配
慮
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

②
行
っ
て
い
な
い
 

 問
２
０
 
長
期
配
属
の
期
間
 

問
１
９
で
「
①
行
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
発
注
担
当
職
員
と
特

定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
と
の
癒
着
等
を
防
ぐ
た
め
に
，
最
長
で
ど
れ
く
ら
い
の
期
間

の
長
期
配
属
を
限
度
と
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
２
年
間
 

②
３
年
間
 

③
４
年
間
 

④
５
年
間
 

⑤
６
年
間
 

⑥
そ
の
他
 

具
体
的
な
内
容
 

  

 

問
２
１
 
Ｏ
Ｂ
の
再
就
職
先
の
把
握
１
 

過
去
の
官
製
談
合
事
件
で
は
，
発
注
機
関
職
員
が
退
職
後
に
，
入
札
等
に
参
加
す
る
可
能

性
の

あ
る

事
業

者
又

は
そ

の
業

界
団

体
（

以
下

「
入

札
参

加
事

業
者

等
」

と
い

い
ま

す
。
）

に
再
就
職
し
，
元
の
職
場
な
ど
に
営
業
活
動
等
を
行
っ
て
お
り
，
当
該
Ｏ
Ｂ
が
現
職
の
職
員

に
対
し
て
法
令
に
違
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
求
め
る
働
き
か
け
を
行
っ
た
，
あ
る
い
は
現
職

の
職
員
が
Ｏ
Ｂ
に
秘
密
情
報
を
漏
え
い
し
た
と
い
う
例
が
あ
り
ま
す
。
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
Ｏ
Ｂ
が
入
札
参
加
事
業
者
等
に
再
就
職
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
把

握
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
Ｏ
Ｂ
が
入
札
参
加
事
業
者
等
に
再
就
職
し
て
い
る
か
ど
う
か
把
握
し
て
い
る
 

②
Ｏ
Ｂ
が
入
札
参
加
事
業
者
等
に
再
就
職
し
た
か
ど
う
か
把
握
し
て
い
な
い
 

 

問
２
２
 
Ｏ
Ｂ
の
再
就
職
先
の
把
握
２
 

問
２

１
で

，
「

①
Ｏ

Ｂ
が

入
札

参
加

事
業

者
等

に
再

就
職

し
て

い
る

か
ど

う
か

把
握

し
て

い
る
」
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
 

入
札

参
加

事
業

者
等

に
再

就
職

し
た

Ｏ
Ｂ

が
ど

の
よ

う
な

仕
事

を
し

て
い

る
か

を
把

握

し
て
い
ま
す
か
。
 

①
Ｏ
Ｂ
が
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
把
握
し
て
い
る
 

②
Ｏ
Ｂ
が
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
把
握
し
て
い
な
い
 

③
Ｏ
Ｂ
が
入
札
参
加
事
業
者
等
に
再
就
職
し
て
い
な
い
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 問
２
３
 
Ｏ
Ｂ
に
対
す
る
取
組
 

問
２
１
で
「
①
Ｏ
Ｂ
が
入
札
参
加
事
業
者
等
に
再
就
職
し
て
い
る
か
ど
う
か
把
握
し
て
い

る
」
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
貴
発
注
機
関
で
は
，
入
札
参
加
事
業
者
等
に
再
就

職
し
た
Ｏ
Ｂ
が
い
る
場
合
，
当
該
Ｏ
Ｂ
が
再
就
職
し
て
い
る
入
札
参
加
事
業
者
等
に
対
し
て
，

Ｏ
Ｂ
を
入
札
等
関
連
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
よ
う
に
要
請
し
た
り
，
Ｏ
Ｂ
を
対
象
と
し
た
研

修
会
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
，
官
製
談
合
事
件
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
何
か
取
組
を
行
っ

て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

具
体
的
な
内
容
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

    

②
行
っ
て
い
な
い
 

 入
札
等
に
関
す
る
第
三
者
機
関
の
設
置

 

問
２
４
 
入
札
等
に
関
す
る
第
三
者
機
関
の
設
置
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
外
部
の
有
識
者
等
を
構
成
員
と
し
，
入
札
等
に
関
す
る
問
題
を
検
討

す
る
常
設
の
第
三
者
機
関
（
構
成
員
の
一
部
に
外
部
の
第
三
者
を
加
え
て
い
る
場
合
を
含
み

ま
す
。
）
を
設
置
し
て
い
ま
す
か
。
 

①
設
置
し
て
い
る
 

②
設
置
し
て
い
な
い
 

 問
２
５
 
第
三
者
機
関
の
設
置
目
的
 

問
２
４
で
「
①
設
置
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
発
注
機
関
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
当
該
第
三

者
機
関
の
設
置
目
的
は
何
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。
 

①
個
々
の
工
事
の
入
札
等
に
関
し
て
，
入
札
参
加
条
件
や
指
名
業
者
の
選
定
内
容
等
が
適
当

で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
 

②
個
々
の
物
品
又
は
業
務
の
入
札
等
に
関
し
て
，
入
札
参
加
条
件
や
指
名
業
者
の
選
定
内
容

等
が
適
当
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
 

③
発
注
に
関
わ
る
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て
評
価
・
検
討
す
る

こ
と
 

④
入
札
・
契
約
手
続
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
 

⑤
談
合
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
入
札
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
 

⑥
そ
の
他
 

具
体
的
な
内
容
 

  

72
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 不
自
然
な
状
況
等
へ
の
対
応

 

問
２
６
 
１
者
入
札
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
競
争
入
札
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
１
社
し
か
応
札
す
る
事
業
者
が

出
て
こ
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
１
者
入
札
」
が
発
生
し
た
場
合
に
，
特
定
の
部
署
に
報
告

し
て
情
報
を
集
約
し
た
り
，
原
因
を
分
析
し
た
り
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

②
行
っ
て
い
な
い
 

 問
２
７
 
１
者
入
札
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
 

問
２

６
で

「
①

行
っ

て
い

る
」

と
回

答
し

た
方

に
お

尋
ね

し
ま

す
。

貴
発

注
機

関
で

は
，

１
者
入
札
が
発
生
し
た
場
合
の
情
報
の
集
約
や
原
因
を
分
析
し
た
結
果
を
踏
ま
え
て
，
官
製

談
合
事
件
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
何
か
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

具
体
的
な
内
容
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

    

②
行
っ
て
い
な
い
 

 問
２
８
 
同
一
業
者
に
よ
る
長
期
継
続
受
注
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
例
え
ば
庁
舎
の
清
掃
の
よ
う
な
同
一
内
容
の
業
務
を
継
続
的
に
発
注

し
て
い
る
場
合
，
同
一
業
者
が
継
続
し
て
受
注
し
て
い
る
と
き
は
，
特
定
の
部
署
に
報
告
し

て
情
報
を
集
約
し
た
り
，
原
因
を
分
析
し
た
り
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

②
行
っ
て
い
な
い
 

 問
２
９
 
同
一
業
者
に
よ
る
長
期
継
続
受
注
が
発
生
し
て
い
る
場
合
の
対
応
 

問
２

８
で

「
①

行
っ

て
い

る
」

と
回

答
し

た
方

に
お

尋
ね

し
ま

す
。

貴
発

注
機

関
で

は
，

同
一
内
容
の
業
務
を
同
一
業
者
が
続
け
て
受
注
し
て
い
る
場
合
に
，
集
約
し
た
情
報
や
分
析

し
た
結
果
を
踏
ま
え
て
，
官
製
談
合
事
件
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
何
か
取
組
を
行
っ
て
い

ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

具
体
的
な
内
容
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

   

②
行
っ
て
い
な
い
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 問
３
０
 
落
札
率
１
０
０
％
案
件
 

貴
発
注
機
関
で
は
，
非
公
表
の
予
定
価
格
と
受
注
者
の
応
札
価
格
が
完
全
に
同
額
と
な
る

い
わ
ゆ
る
「
落
札
率
１
０
０
％
案
件
」
が
発
生
し
た
場
合
，
特
定
の
部
署
に
報
告
し
て
情
報

を
集
約
し
た
り
，
原
因
を
分
析
し
た
り
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

②
行
っ
て
い
な
い
 

 問
３
１
 
落
札
率
１
０
０
％
案
件
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
 

問
３

０
で

「
①

行
っ

て
い

る
」

と
回

答
し

た
方

に
お

尋
ね

し
ま

す
。

貴
発

注
機

関
で

は
，

落
札
率
１
０
０
％
案
件
が
発
生
し
た
場
合
に
，
集
約
し
た
情
報
や
分
析
し
た
結
果
を
踏
ま
え

て
，
官
製
談
合
事
件
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
何
か
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
 

①
行
っ
て
い
る
 

具
体
的
な
内
容
（
差
し
支
え
な
け
れ
ば
，
関
係
資
料
を
１
部
お
送
り
く
だ
さ
い
。
）
 

    

②
行
っ
て
い
な
い
 

 取
組
事
例
の
紹
介
等

 

問
３
２
 
貴
発
注
機
関
で
成
果
の
あ
っ
た
取
組
（
自
由
記
載
）
 

貴
発
注
機
関
が
行
っ
て
い
る
取
組
に
お
い
て
，
官
製
談
合
事
件
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら

有
効
と
考
え
ら
れ
る
取
組
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
，
是
非
御
教
示
く
だ
さ
い
。
 

具
体
的
な
内
容
 

    

 問
３
３
 
今
後
の
課
題
（
自
由
記
載
）
 

貴
発

注
機

関
に

お
い

て
官

製
談

合
事

件
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
の

今
後

の
課

題
で

あ

る
と
考
え
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
，
是
非
御
教
示
く
だ
さ
い
。
 

具
体
的
な
内
容
 

    

以
上
で
ア
ン
ケ
ー
ト
は
終
了
で
す
。
御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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入札談合等関与行為防止法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

事
業
者
の
独
占
禁
止
法
違
反
を
認
定 

入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
の
た
め
必
要
な
改
善
措
置
を
要
求
（
第
3
条
第
1
項
・
第
2
項
） 

公正取引委員会 

調査結果・措置内容の公表， 

公正取引委員会への通知（第 3条第 6項） 

※公正取引委員会は調査結果・措置内容に意見を述

べることができる（第 3条第 7項）。 

※  

損
害
賠
償
請
求 

各省各庁の長等 
①各省各庁の長（財政法第 20 条第２項に規定する各省各庁の長を

いう。），②地方公共団体の長，③国，地方が 1/2以上出資する法人

の代表者，④国，地方が法律により，常時，発行済株式の総数又は

総株主の議決権の 1/3 以上に当たる株式の保有を義務付けられて

いる株式会社の代表者 

（損害があれば)損害賠償請求（第 4条第 5項） 

 

調査の実施・措置の検討（第 3条第 4項） 

 

損害の有無等の調査（第 4条第 1項，第 2項） 

調査結果の公表（第 4条第 4項） 

懲戒事由の調査（第 5条第 1項，第 2項） 

懲
戒
事
由
の
調
査 

調査結果の公表（第 5条第 4項） 

 

任命権者の判断による懲戒処分 

発
注
機
関
職
員
の
関
与
行
為
を
認
定 

 

刑事事件

として捜

査・立件 

刑事罰 
（5年以下の懲役
又は 250 万円以
下の罰金） 

刑
事
罰 

捜査機関 

（検察・警察） 

改
善
措
置 

職員による入札等の公正
を害すべき行為（談合の唆し，

入札等に関する秘密（予定価格等）

の教示等）（第 8条） 
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過去の入札談合等関与行為の事例 

 

発注機関 関与行為の内容 

①岩見沢市 

（平成１５年１月３０日，岩見

沢市長に対し改善措置要求） 

岩見沢市の職員は，同市が発注する建設工事につい

て，反復，継続して，落札予定者を選定し，落札予定

者の名称及び工事の設計金額等を業界団体の役員等に

教示する等していた。 

②新潟市 

（平成１６年７月２８日，新潟

市長に対し改善措置要求） 

新潟市の職員は，同市が発注する建設工事の受注予

定者として入札参加業者間で決定された者からの求め

に応じて，継続的に，秘密として管理されている建設

工事の設計金額を入札執行前に教示する等していた。 

③日本道路公団 

（平成１７年９月２９日，日本

道路公団総裁に対し改善措置

要求） 

日本道路公団役員は，鋼橋上部工工事について，①

同公団の退職者から競争入札の落札予定者を選定した

「割付表」の提示を受け，その都度，その内容につい

て承認する等し，②公団の退職者からの要請を受け，

当初一括発注が予定されていた工事の分割発注を実施

させる等し，③公団の退職者からの要請を受け，工事

の発注基準を従来の１５億円以上から１０億円以上に

引き下げさせていた。これらの行為は，同公団退職者

の再就職先を確保する目的をもって行われたものであ

り，全体として単に入札談合を黙認・追認していたに

とどまらず，事業者に入札談合を行わせたものと認め

られた。 

また，同公団職員は，発注予定時期などの未公表情

報の教示を行っていた。 

④国土交通省 

（水門設備工事） 

（平成１９年３月８日，国土交

通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員は，水門設備工事について，工事

の発注前に，当該工事の落札予定者についての意向を，

受注調整を円滑に行うための「世話役」等と称する事

業者に示す等していた。 

⑤防衛施設庁 

（平成１９年６月２０日，防衛

施設庁に対し通知） 

防衛施設庁の職員は，土木・建築工事について，入

札の執行前に，割り振りを行い，その結果を窓口役の

ＯＢに直接又はその補助役のＯＢに伝達し，窓口役の

ＯＢは，割り振りの結果を業界側連絡役等に伝達して

いた。また，落札予定者に確実に受注させるため，防

衛施設庁の地方支分部局の担当職員に対し，割り振り

の対象とした工事の指名競争入札の工事については，

当該工事名及び落札予定者名を伝え，当該落札予定者

を当該工事の入札に指名するよう指示する等してい

た。 
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発注機関 関与行為の内容 

⑥独立行政法人緑資源

機構 

（平成１９年１２月２７日，緑

資源機構に対し通知） 

緑資源機構の職員は，林道調査測量設計業務におい

て，反復的かつ継続的に，落札予定者を決定し，入札

前に，落札予定者に対し，落札予定者となった旨を伝

達していた。また，同機構の役員は，前記の落札予定

者の選定結果について承認を与えていた。 

⑦札幌市 

（平成２０年１０月２９日，札

幌市長に対し改善措置要求） 

札幌市の職員は，札幌市発注の下水処理施設に係る

特定電気設備工事のほとんどすべてについて，当該工

事の入札前に落札予定者についての意向を落札予定者

に示し，これにより，入札参加業者に入札談合を行わ

せていた。 

⑧国土交通省 

（車両管理業務） 

（平成２１年６月２３日，国土

交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員は，特定の事業者に対し，毎年，

車両管理業務の指名競争入札に係る指名通知がなされ

る前に，未公開情報である当該入札に係る指名業者の

名称又は当該入札の実施を予定する事務所等の名称等

を教示していた。 

⑨防衛省航空自衛隊 

（平成２２年３月３０日，防衛

大臣に対し改善措置要求） 

防衛省の職員は，防衛省航空自衛隊が第一補給処に

おいて発注する什器類について，当該什器類の入札前

に納入予定メーカーについての意向を納入予定メーカ

ーに示し，これにより，入札参加業者に入札談合を行

わせていた。 

⑩青森市 

（平成２２年４月２２日，青森

市長に対し改善措置要求） 

青森市特別理事の職にあった者は，青森市発注の特

定土木一式工事について，特定の事業者の役員から提

示された受注予定者を円滑に決定するための組合せ案

に従い，青森市契約課に対し指名業者の組合せを指示

していた。 

⑪茨城県 

（平成２３年８月４日，茨城県

知事に対し改善措置要求） 

茨城県の職員（境土地改良事務所の工務課長）は，

境土地改良事務所発注の特定土木一式工事について，

同事務所の所長の承認の下，各工事の落札予定者を決

定し，当該工事の入札前に，落札予定者についての意

向を，建設業協会の境支部の支部長に伝達していた。 

また，茨城県の職員（境工事事務所の所長）は，特

定の事業者からの要望を受け，境工事事務所発注の特

定舗装工事について，当該工事の入札参加業者があら

かじめ定められた順番のとおり受注できるようにする

ため，発注工事及び指名業者の選定に係る業務を担当

する同事務所の道路管理課長及び道路整備課長に指示

して，当該順番を考慮した発注工事及び指名業者の選

定を行わせていた。 
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過去の入札談合等関与行為事例における改善措置 

 

発注機関 
改善措置

要求日 

改善措置

公表日 
改善措置の主な内容 

岩見沢市 H15.1.30 H15.7.1 

・「談合を誘発しないためのマニュアル」の作成及びその周知・徹底 

・市発注工事等の事業部門と入札執行部門を分離 

・指名停止期間を大幅に延長 

・一般競争入札の拡大 

・退職時に在職した所属と密接な関係にある企業等への再就職を制限 

・発注関係部署等への業者の出入り制限 

新潟市 H16.7.28 H17.4.28 

・コンプライアンス・マニュアルの作成及び研修等による周知徹底 

・働きかけの記録・公表制度，非違行為等の通報制度等の一体的整備 

・コンプライアンス担当組織の新設 

・指名停止期間の延長及び入札参加資格の取消し 

・一般競争入札の範囲の拡大及び地域要件の廃止 

・市職員と業者との接触の制限，業者による営業の禁止 

・職員の関係業界への再就職について規制を強化，再就職した職員の市 

や現役職員への関与を組織的に排除 

日本道路公団 H17.9.29 H18.2.16 

・倫理行動基準の厳格化，コンプライアンス講習会の実施 

・法令遵守等について役職員等から誓約書の徴取 

・コンプライアンス委員会，社内及び社外相談窓口の設置  

・指名停止期間の延長，違約金の引上げ 

・一般競争入札の拡大と指名競争入札の原則廃止及び総合評価方式の 

改善・拡大 

・業者に対する営業活動の自粛要請の徹底 

・職員の関係業界への再就職の自粛及び早期退職慣行の見直し 

国土交通省 
（水門設備工事） 

H19.3.8 H19.6.19 

・「発注者綱紀保持マニュアル」を作成・周知徹底，コンプライアンスの

研修・講習の実施 

・内部及び外部に「コンプライアンス窓口」の設置 

・外部からの不当な働きかけの内容の記録及び対応の公表 

・建設業法に基づく営業停止処分及び発注者として行う指名停止措置の 

強化 

・多様な発注方式の採用，一般競争方式の拡大，総合評価方式の拡充 

・入札契約担当職員の同一職の長期従事の抑制 

・入札談合事件に関与した企業への再就職の自粛 

札幌市 H20.10.29 H21.7.1 

・下水道工事の発注の適正化：設計見積りの在り方の改善，入札参加資 

格の見直し，設計・積算時における情報管理の徹底，綱紀保持委員会 

の設置，執務環境の改善整備 

・監視体制強化：内部通報制度の強化，官製談合と天下りの関係につい 

て調査等 

・再就職規制強化 

・職員体質強化：コンプライアンス研修，長期配置の弊害防止のための 

人事異動等 

・組織強化：（仮称）コンプライアンス委員会の設置，コンプライアンス 

推進担当課の設置 

国土交通省 
北海道開発局 
（車両管理業務） 

H21.6.23 H22.2.18 

・組織統制の強化，業務の適正な役割分担 

・車両管理業務の受注企業との適正な関係の構築 

・入札談合事件に関与した企業への再就職の自粛等 

・コンプライアンスの徹底，退職予定職員に対する指導 

・入札契約に係る情報の厳格な管理及び発注情報等の公表 

・品質の確保に向けた契約上の措置及び談合疑義案件の類型化等による 

入札契約プロセスの改善 
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発注機関 
改善措置

要求日 

改善措置

公表日 
改善措置の主な内容 

防衛省 
航空自衛隊 

H22.3.30 H22.12.14 

・談合関連企業への再就職の自粛等 

・調達組織における再就職支援のための援護業務の廃止 

・航空自衛隊の補給・整備組織の見直し 

・オフィス家具等の事務用品の調達のアウトソーシング化 

・仕様書の作成要領の見直し 

・予算執行のチェック機能の強化 

・入札談合等関与行為防止法等の遵守に関する教育の徹底 

・公益通報制度の周知・徹底 

・不自然な入札状況のチェック機能の強化（入札過程の監視及び入札結

果の検証を行うチェックシートの規則化等） 

青森市 H22.4.22 H22.12.17 

・職員の意識改革及び情報管理のあり方 

①職員の意識改革 

②業者等からの働きかけ（口利き等）への対応 

③内部通報制度 

④監査機能の充実・強化 

⑤入札等に関する情報公開 

・退職職員の再就職（再就職状況の公開と営業自粛の要請） 

・公共工事における契約のあり方（一般競争入札の全面的導入等） 

(注)本報告書の公表日時点において，茨城県の改善措置は公表されていない。 
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過去の入札談合等関与行為防止法刑事事件例 

 

番号 発注機関名 事件概要 

１ 
千葉県浦安市 

（平成２０年） 

浦安市教育委員会の職員は，パソコン等の賃貸借等に係る入札

に関し，予定価格を教示したなどとして，罰金５０万円の略式

命令を受けた。 

２ 
埼玉県春日部市 

（平成２０年） 

春日部市教育委員会の職員は，文化会館の管理業務委託に係る

入札に関し，特定の会社に予定価格などを教えた上，他の指名

業者の入札書を集めさせるなどし，入札が適正に行われたよう

に装って同社に受注させたなどとして，罰金１００万円の略式

命令を受けた。 

３ 
奈良県天川村 

（平成２１年） 

天川村の職員は，建設工事の入札に関し，特定の建設業者が落

札できるように同社の営業停止処分の解除後に指名業者の選定

日を設定し，同社社員に最低制限価格を教えたなどとして，第

８条及び競売入札妨害罪に問われ，罰金１００万円の略式命令

を受けた。 

４ 
奈良県天川村 

（平成２１年） 

天川村の職員（上記３とは別の人物）は，特定の建設会社に同

村発注の建設工事の予定価格や最低制限価格を教えて現金を受

け取ったなどとして，第８条，競売入札妨害罪及び加重収賄罪

に問われ，懲役３年（執行猶予５年）及び追徴金１０７５万円

の判決を受けた。 

５ 
国立感染症研究所 

（平成２２年） 

国立感染症研究所の職員は，庁舎改修工事の入札に関し，予定

価格を教示したなどとして，第８条及び収賄罪に問われ，懲役

２年（執行猶予３年）及び追徴金２００万円の判決を受けた。 

６ 
埼玉県さいたま市 

（平成２２年） 

さいたま市の職員は，施設修繕工事に関し，業者に設計金額や

見積り参加者名を教えるなどし，その謝礼を受け取ったとして，

第８条及び収賄罪に問われ，懲役２年（執行猶予４年）及び追

徴金７５万円の判決を受けた。 

７ 
特殊法人日本年金機構 

（平成２２年） 

日本年金機構（旧社会保険庁）の職員は，年金記録照合の業務

委託に係る入札に関し，入札日前に入札予定価格が推測できる

予算関係資料を漏えいしたとして，罰金８０万円の略式命令を

受けた。 

８ 
滋賀県大津市 

（平成２２年） 

大津市の職員（２名）は，病院清掃管理委託業務の指名競争入

札において，特定の会社に有利な指名選定案を作成し，同社に

指名業者や予定価格を教えたとして，それぞれ罰金７０万円，

５０万円の略式命令を受けた。 

９ 
国土交通省 

（平成２３年） 

国土交通省九州地方整備局のダム工事事務所の職員は，光ケー

ブル敷設工事の調査基準価格を，工事を落札したＡ社に対し，

同社に資材を納入しているＢ社の幹部を通じて伝え，Ｂ社から

現金４００万円を受け取ったとして，第８条及び収賄罪に問わ

れ，懲役２年６月（執行猶予４年）及び追徴金４００万円の判

決を受けた。 

（注）報道により公正取引委員会が把握しているものを記載している。 
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公正取引委員会の研修事業 

 

公正取引委員会は，平成６年度以降，国の機関，地方公共団体等が実施する

調達担当者等に対する研修への講師の派遣及び研修資料の提供等の協力を行

うとともに，平成２０年度からは，地方公共団体等の調達担当者に対する研修

会を主催している。 

近年における研修事業の実績は，以下のとおり。 

 

 研修への講師派遣 研修の主催 

平成１８年度 ７５回       ― 

平成１９年度 ７６回       ― 

平成２０年度 ８７回       １６回 

平成２１年度 ９９回       １８回 

平成２２年度 １４２回       ２３回 
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■入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害す
べき行為の処罰に関する法律（平成１４年法律第１０１号） 

 

改正 平成１５年法律第１１９号 

平成１８年法律第１１０号 

平成１９年法律第５８号 

平成２１年法律第５１号 

 

（趣旨） 

第１条 この法律は，公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するた 

めに必要な改善措置の要求，入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求，当該職員に

係る懲戒事由の調査，関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し，及び防止するための

措置について定めるとともに，職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「各省各庁の長」とは，財政法（昭和22年法律第34号）第20条第２項に規定 

する各省各庁の長をいう。 

２ この法律において「特定法人」とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人 

二 特別の法律により設立された法人のうち，国又は地方公共団体が法律により，常時，発行済株式

の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社（前

号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。） 

３ この法律において「各省各庁の長等」とは，各省各庁の長，地方公共団体の長及び特定法人の代表

者をいう。 

４ この法律において「入札談合等」とは，国，地方公共団体又は特定法人（以下「国等」という。）

が入札，競り売りその他競争により相手方を選定する方法（以下「入札等」という。）により行う売

買，貸借，請負その他の契約の締結に関し，当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同

して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し，又は事業者団体が当該入札に参加しようとする

事業者に当該行為を行わせること等により，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為をいう。 

５ この法律において「入札談合等関与行為」とは，国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役

員若しくは職員（以下「職員」という。）が入札談合等に関与する行為であって，次の各号のいずれ

かに該当するものをいう。 

一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。 

二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべ

き者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し，又は示唆すること。 

三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が

入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを，特定の者に対

して教示し，又は示唆すること。 

四 特定の入札談合等に関し，事業者，事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け，又

はこれらの者に自ら働きかけ，かつ，当該入札談合等を容易にする目的で，職務に反し，入札に参

加する者として特定の者を指名し，又はその他の方法により，入札談合等を幇
ほ う

助すること。 

 

（各省各庁の長等に対する改善措置の要求等） 

第３条 公正取引委員会は，入札談合等の事件についての調査の結果，当該入札談合等につき入札談合 
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等関与行為があると認めるときは，各省各庁の長等に対し，当該入札談合等関与行為を排除するため

に必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置（以下単に「改善措置」という。）を講ずべきこ

とを求めることができる。 

２ 公正取引委員会は，入札談合等の事件についての調査の結果，当該入札談合等につき入札談合等関

与行為があったと認めるときは，当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても，特

に必要があると認めるときは，各省各庁の長等に対し，当該入札談合等関与行為が排除されたことを

確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。 

３ 公正取引委員会は，前２項の規定による求めをする場合には，当該求めの内容及び理由を記載した

書面を交付しなければならない。 

４ 各省各庁の長等は，第１項又は第２項の規定による求めを受けたときは，必要な調査を行い，当該

入札談合等関与行為があり，又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは，当

該調査の結果に基づいて，当該入札談合等関与行為を排除し，又は当該入札談合等関与行為が排除さ

れたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。 

５ 各省各庁の長等は，前項の調査を行うため必要があると認めるときは，公正取引委員会に対し，資

料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

６ 各省各庁の長等は，第４項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表すると

ともに，公正取引委員会に通知しなければならない。 

７ 公正取引委員会は，前項の通知を受けた場合において，特に必要があると認めるときは，各省各庁

の長等に対し，意見を述べることができる。 

 

（職員に対する損害賠償の請求等） 

第４条 各省各庁の長等は，前条第１項又は第２項の規定による求めがあったときは，当該入札談合等 

関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。 

２ 各省各庁の長等は，前項の調査の結果，国等に損害が生じたと認めるときは，当該入札談合等関与

行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければ

ならない。 

３ 各省各庁の長等は，前２項の調査を行うため必要があると認めるときは，公正取引委員会に対し，

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

４ 各省各庁の長等は，第１項及び第２項の調査の結果を公表しなければならない。 

５ 各省各庁の長等は，第２項の調査の結果，当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な

過失により国等に損害を与えたと認めるときは，当該職員に対し，速やかにその賠償を求めなければ

ならない。 

６ 入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律（昭和25年法律第172号）

第３条第２項（同法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定により弁償の責めに任ずべ

き場合については，各省各庁の長又は公庫の長（同条第１項に規定する公庫の長をいう。）は，第２

項，第３項（第２項の調査に係る部分に限る。），第４項（第２項の調査の結果の公表に係る部分に限

る。）及び前項の規定にかかわらず，速やかに，同法に定めるところにより，必要な措置をとらなけ

ればならない。この場合においては，同法第４条第４項（同法第９条第２項において準用する場合を

含む。）中「遅滞なく」とあるのは，「速やかに，当該予算執行職員の入札談合等関与行為（入札談合

等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律（平成

14年法律第101号）第２条第５項に規定する入札談合等関与行為をいう。）に係る同法第４条第１項の

調査の結果を添えて」とする。 

７ 入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項（地方

公営企業法（昭和27年法律第292号）第34条において準用する場合を含む。）の規定により賠償の責め

に任ずべき場合については，第２項，第３項（第２項の調査に係る部分に限る。），第４項（第２項の

調査の結果の公表に係る部分に限る。）及び第５項の規定は適用せず，地方自治法第243条の２第３項

中「決定することを求め」とあるのは，「決定することを速やかに求め」と読み替えて，同条（地方
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公営企業法第34条において準用する場合を含む。）の規定を適用する。 

 

（職員に係る懲戒事由の調査） 

第５条 各省各庁の長等は，第３条第１項又は第２項の規定による求めがあったときは，当該入札談合 

等関与行為を行った職員に対して懲戒処分（特定法人（特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平

成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項において同じ。）

及び特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する

特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。）を除く。）にあっては，免職，停職，減給

又は戒告の処分その他の制裁）をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならな

い。ただし，当該求めを受けた各省各庁の長，地方公共団体の長，特定独立行政法人の長又は特定地

方独立行政法人の理事長が，当該職員の任命権を有しない場合（当該職員の任命権を委任した場合を

含む。）は，当該職員の任命権を有する者（当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命

権者」という。）に対し，第３条第１項又は第２項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。 

２ 前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は，当該入札談合等関与行為を行った職員に対し

て懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。 

３ 各省各庁の長等又は任命権者は，第１項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるときは，

公正取引委員会に対し，資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

４ 各省各庁の長等又は任命権者は，それぞれ第１項本文又は第２項の調査の結果を公表しなければな

らない。 

 

（指定職員による調査） 

第６条 各省各庁の長等又は任命権者は，その指定する職員（以下この条において「指定職員」という。） 

に，第３条第４項，第４条第１項若しくは第２項又は前条第１項本文若しくは第２項の規定による調

査（以下この条において「調査」という。）を実施させなければならない。この場合において，各省

各庁の長等又は任命権者は，当該調査を適正に実施するに足りる能力，経験等を有する職員を指定す

る等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定職員は，調査に当たっては，公正かつ中立に実施しなければならない。 

３ 指定職員が調査を実施する場合においては，当該各省各庁（財政法第21条に規定する各省各庁をい

う。以下同じ。），地方公共団体又は特定法人の職員は，当該調査に協力しなければならない。 

 

（関係行政機関の連携協力） 

第７条 国の関係行政機関は，入札談合等関与行為の防止に関し，相互に連携を図りながら協力しなけ 

ればならない。 

 

（職員による入札等の妨害） 

第８条 職員が，その所属する国等が入札等により行う売買，貸借，請負その他の契約の締結に関し， 

その職務に反し，事業者その他の者に談合を唆すこと，事業者その他の者に予定価格その他の入札等

に関する秘密を教示すること又はその他の方法により，当該入札等の公正を害すべき行為を行ったと

きは，５年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処する。 

 

（運用上の配慮） 

第９条 この法律の運用に当たっては，入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団 

体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。 
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（事務の委任） 

第１０条 各省各庁の長は，この法律に規定する事務を，当該各省各庁の外局（法律で国務大臣をもっ 

てその長に充てることとされているものに限る。）の長に委任することができる。 

 

附 則  

この法律は，公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  

附 則（平成１５年７月１６日法律第１１９号）抄  

（施行期日） 
第１条 この法律は，地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）の施行の日から施行する。  

（その他の経過措置の政令への委任） 
第６条 この附則に規定するもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定める。  

附 則（平成１８年１２月１５日法律第１１０号）  

この法律は，公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  

附 則（平成１９年５月２５日法律第５８号）抄  

（施行期日） 
第１条 この法律は，平成２０年１０月１日から施行する。  

（罰則に関する経過措置） 
第８条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。  

（政令への委任） 
第９条 附則第２条から前条までに定めるもののほか，この法律の施行に関し必要な経過措置は，

政令で定める。  

（調整規定） 
第１０条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法（平成１９年法律第７４号），株式会社日本

政策投資銀行法（平成１９年法律第８５号）又は地方公営企業等金融機構法（平成１９年法律第

６４号）に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において，当該改正規定が同一の日

に施行されるときは，当該法律の規定は，株式会社商工組合中央金庫法，株式会社日本政策投資

銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され，次いでこの法律によって改正され

るものとする。  

附 則 （平成２１年６月１０日法律第５１号）抄 

（施行期日） 
第１条 この法律は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただし，第８条の改正規定，第８条の２第１項及び第２項

の改正規定，第８条の３の改正規定（「第８条第１項第１号」を「第８条第１号」に改める部分

に限る。），第２４条，第２５条第１項及び第２６条第１項の改正規定，第４３条の次に１条を加

える改正規定，第５９条第２項の改正規定（「第８条第１項第１号」を「第８条第１号」に改め

る部分に限る。），第６６条第４項の改正規定（「第８条第１項」を「第８条」に改める部分に限

る。），第７０条の１３第１項の改正規定（「第８条第１項」を「第８条」に改める部分に限る。），

第７０条の１５に後段を加える改正規定，同条に１項を加える改正規定，第８４条第１項の改正

規定，第８９条第１項第２号の改正規定，第９０条の改正規定，第９１条の２の改正規定（同条

第１号を削る部分に限る。），第９３条の改正規定並びに第９５条の改正規定（同条第１項第３号

中「（第３号を除く。）」を削る部分，同条第２項第３号中「，第９１条第４号若しくは第５号（第

４号に係る部分に限る。），第９１条の２第１号」を削る部分（第９１条の２第１号に係る部分を

除く。）及び第９５条第３項中「前項」を「第２項」に改め，同条第２項の次に２項を加える部

分を除く。）並びに附則第９条，第１４条，第１６条から第１９条まで及び第２０条第１項の規

定，附則第２１条中農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の８の２及び第７３

条の２４の改正規定並びに附則第２３条及び第２４条の規定は，公布の日から起算して１月を経

過した日から施行する。  
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■私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

（昭和２２年法律第５４号）（抄） 
〔定義〕 

第２条 （略） 

⑤ この法律において「私的独占」とは，事業者が，単独に，又は他の事業者と結合し，若しくは通謀

し，その他いかなる方法をもつてするかを問わず，他の事業者の事業活動を排除し，又は支配するこ

とにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは，事業者が，契約，協定その他何らの名義をもつてする

かを問わず，他の事業者と共同して対価を決定し，維持し，若しくは引き上げ，又は数量，技術，製

品，設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し，又は遂行することにより，

公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 

 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第３条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

 
〔事業者団体の禁止行為〕 

第８条 事業者団体は，次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

 

 

■財政法（昭和 22年法律第 34 号）（抄） 

第20条  （略） 

２ 衆議院議長，参議院議長，最高裁判所長官，会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣（以下

各省各庁の長という。）は，毎会計年度，第 18 条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書，

継続費要求書，繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書（以下予定経費要求書等という。）を

作製し，これを財務大臣に送付しなければならない。 

 

第 21 条  財務大臣は，歳入予算明細書，衆議院，参議院，裁判所，会計検査院並びに内閣（内閣府を

除く。），内閣府及び各省（以下「各省各庁」という。）の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し，

閣議の決定を経なければならない。 

 

 

■予算執行職員等の責任に関する法律（昭和 25年法律第 172 号）（抄） 

（予算執行職員の義務及び責任）  

第３条 （略） 

 ２ 予算執行職員は，故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより

国に損害を与えたときは，弁償の責に任じなければならない。 

 ３ （略） 

（弁償責任の検定，弁償命令及び通知義務）  

第４条 会計検査院は，予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第１項の規定に違反して支出等

の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは，その事実があるかどうかを審理し，弁償

責任の有無及び弁償額を検定する。但し，その事実の発生した日から３年を経過したときは，この限

りでない。 

 ２ 会計検査院が弁償責任があると検定したときは，予算執行職員の任命権者（国家公務員法 （昭和

22 年法律第 120 号）第 55 条第１項に規定する任命権者をいい，当該予算執行職員が都道府県の職員

である場合にあつては，都道府県知事とする。以下同じ。）は，その検定に従つて，弁償を命じなけ

ればならない。 

85



 

 

 ３ （略） 

 ４ 各省各庁の長は，予算執行職員が前条第１項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認

めるときは，遅滞なく，財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。 

 ５～６ （略） 

（公庫の予算執行職員に対する準用）  

第９条 （略） 

 ２ 第３条第２項及び第３項並びに第４条から前条までの規定は，前項の公庫予算執行職員について準

用する。ただし，国家公務員法の適用を受けない公庫予算執行職員については，第６条第２項の規定

及び第３項の規定中人事院に対する通知に関する部分は，この限りでない。 

 ３～５ （略） 

 

 

■地方自治法（昭和 22年法律第 67号）（抄） 

（職員の賠償責任） 

第 243 条の２ 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員，資金前渡を受けた職員，占有動

産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失（現金については，故意又

は過失）により，その保管に係る現金，有価証券，物品（基金に属する動産を含む。）若しくは占有

動産又はその使用に係る物品を亡失し，又は損傷したときは，これによつて生じた損害を賠償しなけ

ればならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職

員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当

該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも，また同様とする。 

 一 支出負担行為 

 二 第 232 条の４第１項の命令又は同条第２項の確認 

 三 支出又は支払 

 四 第 234 条の２第１項の監督又は検査 

 ２ （略） 

 ３ 普通地方公共団体の長は，第１項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損

害を与えたと認めるときは，監査委員に対し，その事実があるかどうかを監査し，賠償責任の有無及

び賠償額を決定することを求め，その決定に基づき，期限を定めて賠償を命じなければならない。 

 ４～14 （略） 

 

 

■地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292号）（抄） 

（職員の賠償責任）  

第 34 条 地方自治法第 243 条の２の規定は，地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について

準用する。この場合において，同条第１項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と，同条

第８項中「議会の同意を得て」とあるのは「条例で定める場合には議会の同意を得て」と読み替える

ほか，第７条の規定により管理者が置かれている地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任につ

いて準用する場合に限り，同法第 243 条の２第３項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」

と，同条第８項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と，「あらかじめ監査委員の意見

を聴き，その意見」とあるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴き，普通地方公共団体の長

が当該意見」と，同条第 10 項中「処分に不服がある者は」とあるのは「処分に不服がある者は，当

該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができ，その裁決に不服がある者は」と，「した処分」

とあるのは「した裁決」と，「審査請求をすることができる。この場合においては，異議申立てをす

ることもできる」とあるのは「再審査請求をすることができる」と，同条第 12 項中「異議申立て」

とあるのは「審査請求」と読み替えるものとする。 
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■独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）（抄） 

（定義）  

第２条 （略） 

 ２ この法律において「特定独立行政法人」とは，独立行政法人のうち，その業務の停滞が国民生活又

は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的，

業務の性質等を総合的に勘案して，その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認め

られるものとして個別法で定めるものをいう。 

 

 

■国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）（抄） 

（懲戒の場合）  

第 82 条 職員が，次の各号のいずれかに該当する場合においては，これに対し懲戒処分として，免職，

停職，減給又は戒告の処分をすることができる。 

 一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令（国家公務員倫理法第５条第

３項の規定に基づく訓令及び同条第４項の規定に基づく規則を含む。）に違反した場合 

 二 職務上の義務に違反し，又は職務を怠つた場合 

 三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

 ２  （略） 

（信用失墜行為の禁止）  

第 99 条 職員は，その官職の信用を傷つけ，又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならな

い。 

（秘密を守る義務）  

第 100 条 職員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども

同様とする。 

 ２～５ （略） 

 

 

■地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）（抄） 

（懲戒）  

第 29 条 職員が次の各号の一に該当する場合においては，これに対し懲戒処分として戒告，減給，停

職又は免職の処分をすることができる。 

 一 この法律若しくは第 57 条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例，地方公共団体の規

則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

 二 職務上の義務に違反し，又は職務を怠つた場合 

 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

 ２～４ （略） 

（信用失墜行為の禁止）  

第 33 条 職員は，その職の信用を傷つけ，又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはなら

ない。 

（秘密を守る義務）  

第 34 条 職員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，同様とす

る。 

２～３ （略） 
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■高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99号）（抄） 

（株式）  

第３条 政府（首都高速道路株式会社，阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（第

四項において「首都高速道路株式会社等」という。）にあっては，政府及び地方公共団体）は，常時，

会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。 

 

 

■日本郵政株式会社法（平成 17 年法律第 98号）（抄） 

（株式の政府保有）  

第２条 政府は，常時，会社の発行済株式（株主総会において決議をすることができる事項の全部につ

き議決権を行使することができない株式を除き，会社法 （平成１７年法律第８６号）第８７９条第

３項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において同じ。）の総数

の三分の一を超える株式を保有していなければならない。  

 

 

■日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和 59年法律第 85号）（抄） 

（株式）  

第４条 政府は，常時，会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければな

らない。 
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公正取引委員会所在地 

 所    在    地 管 轄 区 域 

公 正 取 引 委 員 会  本 局 

〒100-8987 

 東京都千代田区霞が関１－１－１ 

 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

TEL ０３－３５８１－５４７１ 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 

千葉県・東京都・神奈川県 

新潟県・山梨県・長野県 

北 海 道 事 務 所 

〒060-0042 

 札幌市中央区大通西１２丁目 

 札幌第３合同庁舎５階 

TEL ０１１－２３１－６３００ 

北 海 道 

東 北 事 務 所 

〒980-0014 

 仙台市青葉区本町３－２－２３ 

 仙台第２合同庁舎８階 

TEL ０２２－２２５－７０９５ 

青森県・岩手県・宮城県・秋田県 

山形県・福島県 

中 部 事 務 所 

〒460-0001 

 名古屋市中区三の丸２－５－１ 

 名古屋合同庁舎第２号館３階 

TEL ０５２－９６１－９４２１ 

富山県・石川県・岐阜県・静岡県 

愛知県・三重県 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

〒540-0008 

 大阪市中央区大手前４－１－７６ 

 大阪合同庁舎第４号館１０階 

TEL ０６－６９４１－２１７３ 

福井県・滋賀県・京都府・大阪府 

兵庫県・奈良県・和歌山県 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

中 国 支 所          

〒730-0012 

 広島市中区上八丁堀６－３０ 

 広島合同庁舎第４号館１０階 

TEL ０８２－２２８－１５０１ 

鳥取県・島根県・岡山県・広島県 

山口県 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

四 国 支 所          

〒760-0068 

 高松市松島町１－１７－３３ 

 高松第２地方合同庁舎５階 

TEL ０８７－８３４－１４４１ 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 

九 州 事 務 所 

〒812-0013 

 福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 

 福岡第２合同庁舎別館２階 

TEL ０９２－４３１－５８８１ 

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県 

大分県・宮崎県・鹿児島県 

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 

 総 務 部 公 正 取 引 室 

〒900－0006 

 那覇市おもろまち２－１－１  

那覇第２地方合同庁舎２号館６階 

TEL ０９８－８６６－００４９ 

沖 縄 県 

【申告・相談窓口（本局）】 

①独占禁止法についての一般的な相談…………… 官 房 総 務 課 

②入札談合等関与行為防止法についての 

            一般的な相談………… 経 済 取 引 局 総 務 課 

③事業者団体の活動についての相談……………… 相 談 指 導 室 

④独占禁止法違反被疑事実についての申告……… 情 報 管 理 室 

⑤課徴金の減免に係る報告・相談………………… 課 徴 金 減 免 管 理 官 

このほか，各地方事務所等，公正取引委員会ホームページ（http://www.jftc.go.jp/）でも，申告・相談をお受けしております。 
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